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この小冊子は、 19 >泣年四月7日に行われた韓国の

「過労死相談センター 1周年記念セミナー」のテキス

トを翻訳したものです。

私たちは、 l鈎詳手10月にソウルで「第 1国労働と

健康に関する日韓共同セミナー」を開催しました。

同年夏に過労死相談センター開設に向けて協力要

請があり、それならばいっそのこと顔を合わせた交

流・研究をしようということで実現したものです。

韓国側主催団体のひとつである労働と健康研究

会に付設した過労死相談センターの開設が、セミナ

ー第1日自の10月23日に発表されました。日本から

は、全国労働安全衛生センター連絡会議加盟の地域

安全センクース夕、yフの他、医師、弁護士ら 13名が

参加しましたが、斎藤竜太医師紳奈川労災職業病

センタ一理事長)が祝辞を述べ、岡村親宜弁護士錨

労死弁護団全国連絡会議代表幹事)のメッセージを

玉木一成弁護士領在同連絡会議事務局長)が代議

しました佼全センター情報B伴侶号参照)。

韓国では、同じ年(1鈎詐刊の5月に、過労死=脳

血管疾患及び心臓疾患の産業災害補償保険の業務

上災害認定基準が制定されたところでした。この認

定基準は、はやくも翌1鈎伴7月及び即位向月に改

訂されているとのことです (53頁参照) 。

過労苦E相談センター開設から 1年閣の成果につい

ては、次のイ・ギョンウ俸慶雨｝所長の序文及びこ

の小冊子の各報告を参照してください。今後解決し

てし、かなくてはならない課題については、日本の私

たちとしても、ぜひ共同の研究をしていきたいと感

じられる点が多いのではないでしょうか。

私たちは1飽拝7月に、「第沼労働と健康に関す

る日韓共掲セミナー」を、東京で開催します。その

うちの 1日(7,月 22日)は「過労死問題日韓シンポジウ

ム」に当てることになります。この機会がそうした

共同研究と日韓の労働安全衛生に関する取り組み

の交流を促進する大きな契機となることを期待し

て、この小冊子を発行するものです。第掴セミナ

ーの成果についても、今後「安全センター情報」等

で紹介していきたいと考えています。

なお、この小冊子の発行に当たり、平田淳子、長

波陽一(I )、慎貴昆 (II )、朴東美、李東石 (III) 、西

尾秋子( l V ) ,金正美( v 、序)の各氏に翻訳の御協力

をいただき、医学用語等について今井久美雄医師に

チェックしていただきました。紙面を借り町円河

て感謝申しあげます。 臥.I.J.4I
全国労働安全衛生センヲ一連絡会議

事務局長 古谷杉郎

置過労死栢談センター1周年セミナーに寄せて

“会社で一番誠実で熱心で、将来が嘱望されてい

た必代の中堅社員が突然亡くなった。彼は日頃高血

圧を患っていたが、それを素振りにもみせないで、

営業実績達成のために、部署の社員を常に督励し、

能力を認められて誰よりも昇進が早く、雇用主の信

頼を一身に集めていた。"

しかし、彼は持病がもとで死亡したものとして、

労働部では業務上災害としては認められず、遺族は

会社からの幾ばくかの慰労金をもらって苦い涙を

噛み諦めるしかなかった。

彼が扶養していた 5人の家族は不意に絶望の淵に

突き落とされ、悲しみに浸る暇もなく、各々生計の

ためにある者は臼雇いに、またある者は家政婦に

と、労働市場へと飛び込まなくてはならなかった。

まさに平和で安定した家庭が突然に破壊されたの

である。

昨(艇主1.9鴻9白戸洋手 10.月
関所し;たたのは、このような過労死が周囲に頻繁に目

撃され、それにもかかわらずその遺族たちは会社か

らの慰労金をむしろありがたがるばかりで、何ら救

済の内容も方法も知らない場合が多かったからだ。

去る 1年間、私たちの相談センターでは、各種媒

体を通じての過労死の広報と弁護士、医師の方々の

協力を得て、権利救済に対する相談及び救済活動を

展開してきた。このような活動の成果として、 125

件(朗容11月 3 0日時点｝の相談があり、そのうち 19

件カヨ業務上災害として認定された。そのほ古多数が

療養申請中であったり、行政訴訟中にある。

しかし、この聞の活動の中で過労死の権制摘に

多くの問題があることを再t耀認することになり、

その部分に対する検討が必須であるという判断を

することになった。

現行の産業災害補償法古事後の金銭給付に制限

されている点、労災給付額力苛度災者や家族等の生活

条件に関係なく被災者の賃金を基準に一律に定め

られている点、災害後の社会復帰対策があまりにも

不十分な点、そして過労死の因果関係の立証上の問

題と行政審判段階での権利救諸手続との問題、過労

死の問題が全職種で発生するばかりでなく社会構

造上の結果であるにもかかわらず、現行法制上企業

の立場から過労死の予防のための実質的な制度が

ない点などである。

このような問題ゆえに労災があった労働者や家

族は一応の封書補償を受けたその後の生計に対す

る漠然とした状態に陥るしかないのが現実である。

この度の 1周年記念セミナーは、過去主年間の活動

を点検し、このような問題点に対して検討するため

のものである。

労災補償の理論と各国の立法例、過労死の因果関

係絃的・医学的)、そして過労死に対する企業の責

任、労俄畠穏と健康障害要因等を調べることで、今

後われわれが指向すべき労災補償の理論と制度を

調査し、中節減備における実際の手続の問題と代案

を提示して、究極的には過労死に対する企業の責任

を追及することで、権利救済を拡張して、ひいては

企業をして積極的に過労死の予防措置を誘導する

法案を試みようとするものである。

いろいろと不十分な点も多いと思いますが、広い

心て多くの方々の御指導、御鞭縫をたまわりたいと

考えています。

一方で、過労死の問題は業種に関係なく積極的に

発生しており、その原因同士会構造的、経済構逝甘

な問題から発生しているだけに、このような過労死

相談センターの活動防積極的に拡大して、全国民が

関心を持コ必要がある。そのような点から、仁川地

域において過労死相談センターが関所されるとい

うことは非常に鼓舞的な出来事だ。仁川地域の過労

死センターを推進してきた方々に熱い賛辞と激励

の言葉を贈ります。

最後に、今回のセミナーを積極的に支援してくだ

さった民主社会のための弁護士会性士会福祉特別委

員会)と忙しいなか時閣を割いて原稿を執筆してく

ださった方々、多くの設問にもかかわらずアンケー

トに真華に答えてくださった労働者の皆さんと惜

しまず協力してくださった全国業種別労働組合会

議の建設、病鏡、事務金融、全国技術労働組合連盟

とアンサン地域の労働組合の産業安全保健部会の

関係者の皆さん、そして夜を徹してセミナーの準備

をしてくださった過労死相談センターの 阿Tr.lI
皆さんに深い感謝の気持ちを贈ります。 凪比掛

19鈍年12月7日
過労死椙談センヲー所長弁護士イ ギヨンウ
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(1 ) 密果関係強一般
因果関係とは、ひとつの因子と他の因子闘で原因

と結果の位置にある関係をさすと言えるが、このよ

うな因果関係は法律的責任を問う際に必須の要件

のひとつである。

法律責任論においては、｝般的に条件的因果関係

や自然科学的因果関係ではなく、その社会の通念に

より原因結果メの関係を認めなければならないとい

う、いわゆる相当因果関係説が通説的立場を占めて

いる。

したがって、過労死においても、業務上災害によ

る責任を問うためには、業務上の過労と災害住に

疾病｝の聞に因果関係の存在が要求され、それは業

務上災害を主張する側で立証しなければならない

というのが、われわれの判例の基本的立場である。

(2)業務遂行牲と諜務起菌性の概念

一般的に、業務上災害において因果関係の春在の

要件として業務遂行性と業務起因性が挙げられる。

すなわち、業務上災害として認定されるには、業務

遂行中、業務により発生した災害でなければならな

いということである。

業務遂行性というのは、使用者の支配または管理

下において起こる当該労働者の業務遂行及びそれ

に伴う通常的活動過程で災害の原因が発生したこ

とを意味し"、業務起因性というのは、言葉どおり、

災害が業務により発生した点在さす枇念である。

しかし、上のふたつの概念のうち、より根本的要

件は業務起因性と言えよう。業務遂行性は、本質的

には業務起因性の判断のひとつの資料としての意

味をもっと言えよう。

このような傾向は、とくに過労死において、より

はっきりとわかる現象だと言えようが、これは過労

により発生するものはだいたいの場合事故でなく

疾病であり、疾病というのは相対的に長期間の過労

の累積により発生するものであるから、その発病時

点や発病場所が業務遂行と直接関係ない場合が相

対的に多いためである。

したがって、過労死の因果関係において、業務遂

行性は本質的要件とは言いがたく、われわれの判例

も時間的、場所的に業務遂行以外に発生した疾病を

業務上疾病と認定するのに何の障害も感じないと

言える。"

業務遂行性と関連しては、通常出退勤中の災

害ペ出張中の災害、休憩時間中の災害、会社主催

の野遊会、体育大会等の参加中の災害、労組専従勤

務中の災害等が問題となるが、判例の立場は、災害

発生当時の業務や状況が会社の支配管理下にある

と思われるかどうかを基準としており、勤務時間の

事業場以外での災害については、業務との因果関係

の存否を基準として、業務上災害か否かを決定して

いる。

総量認識発言論言語謀議絹品通話祭器

(1 ) 因果関係に闘す否諸学説

因陳関係論の基本は、上記で述べたとおり、相当

因果関係説や「相当因果関係説」という概念事態が

抽象的な概念であるため、過労死問題へのその具体

的な適用においていろいろな解釈が出てきた。"

①相対的有力原因説ないし最有力原因説

これは、痴青の発生原因中、過労が相対的に有力

な原因または最も有力な原因であるときにのみ、業

務上過労と疾病問の因果関係を認めうるとする理

論。因果関係認定を相対的に困難にし、過労死認定

を制限しようとする意図から、主に日本の労働省が

とっている見解であると言える。

②過重負荷説

発病前に特別過度な業務を遂行していたという

点が認められないと因果関係が認められないとい

う立場から、やはり過労死の認定範囲を縮小しよう

とする意図から出た理論である。これと同じ立場で

は、過労の概念を計量化し、その基準に合う場合の

み過労死として認定しようとする試みがあるが、そ

の基準を絶対化し、形式的に適用する場合、具体的

妥当性のある結論を引っ張り出せないという短所
がある。.,

③共働原因説

これは、痴青発生原因中、過労が他のいろいろな

原因の中のひとつであれば、因果関係を認めうると

する見解。過労死の範囲を相対的に広く認めようと

する見解である。

④合理的関連性説

一部の学説の中には、業務上災害認定の幅を拡大

する目的で、業務と災害の関係を因果関係の概念か

らとらえるのではなく、過労と疾病間に合理的関連

がある場合、業務上災害と認定すべきだという見解

があるが、「合理的関連」という概念もやはり抽象

的な概念であり、その解釈が必要であるばかりか、

基準・範囲論の枠をかけはなれた試みであり、この

ような見解を受け入れるには多少無理があると言

えよう。

⑤因果関係においてどのような立場をとるかと

いうことは、災害補償制度の本質をどのようにとら

えるかによって異なってくるものと言える。損害填

補制度のひとつの形態としてとらえるなら、因照関

係を制限する傾向をみせるだろうし、その本質を労

働者及びその遺族の生活保障にあるという社会保

障制度としての性格を強調するなら、因果関係の範

囲は比較的広く認められるだろう。結局、因果関係

の範囲も産業災害補償保険法の立法趣旨や災害補

償制度の発展推移にしたがって変わってくるもの

であるが、現行の産業災害補償保険法が、災害に対

する迅速な補償、災害の予防等をすることで、労働

者の福祉増進を目的としている位記法1条)点や憲
法上福祉国家をめざしている点、そして、災害補償

制度は被災者とその家族の人間らしい最低限度の

生活を確保する一種の生活保障制度として発展し

ている点等は、因果関係を認めるに当たって深く酌

量されるべきであろう。

(2) 大法院判例の犠討

①立証負担緩和の必要性

これまでみてきたように、因果関係は、これを主

張する人に立証責任があるというのが通説と判例

の立場であるが、過労死においては、過労と疾病も

しくは死亡との聞に医学的因果関係傍病の医学的

経路)を被災者側で明確に立証するよう要求するの

は無担里と言うほかない。

基本的に過労と疾病閣の関係が医学的に明確に

報告や整理されていないばかりか、医学的専門知識

や資料が限られている被災者側に、これを完壁に立

証しろというのは業務上災害の認定を放棄する結

果を招くだけである。

よって、このような因果関係の立証を克服しよう

とする試みが、上記でみてきた一部の学説と判例を

通じて起きてきているが、韓国の犬議院の判例の立

場もこれと同じ立場の中のひとつと言えよう。

②大法院判例の立喝
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大法院判例に対する詳しい分析は次の項にゆず

るが、ここでは、韓国大法院の傾向を簡単に要約す

ると、韓国の大法院は、業務上の過労が認定され、

過労によりある痴青が発生、悪化したという特段の

事情についての反証がない限り、医学的帝翠告につい

ての明確な因果関係の立証がなくとも、一応その因

果関係を認める立場であると要約できる。

言葉をかえると、過労死の部分においても、公害

訴訟や医療訴訟におけると同じく、一種の立証責任

の転換ないしは被害者の立証負担を緩和しようと

する努力が定着してきていると言えよう。

これと関連して、ひとつ指摘したいのは、大法院

は、過労と痴育閣の因果関係を判断するにおいて

は、その掬甫が過労により発生しうる医学的可能性

が提示されてのみ、その因果関係を認める立場をと

っている点があげられる。すなわち、医学的確証で

なくとも、医学的蓋剣生を要求しており、このよう

な蓋然性さえ認められない事件では、因果関係が否

認される事例が多くみられる。

これはすなわち、医療訴訟、公害訴訟での立証責

任緩和化理論G蓋然性説)と紹通じる理論展開が過

労死の領域にも起こってきているとみることがで

きる。

上でみた学説と関連して詳しくみると、

まず、韓国の判例の立場は、過労の計量化を試み

一定の基準以土の過労についてのみ因果関係を認

める過重負荷論とは違った立場から、過労の概念に

ついて通念的見地に融通牲があり、具体的現実に合

うように認定していると言えよう。

また、韓国の判例の説示文句中に「疾病の主なる

発生原因が公務と直接関連がないとしても、職務上

の過労が疾病の主なる発生原因に重なって疾病を

誘発したり、悪化させた場合、その因果関係がある

とみるべきである」的とか「業務と直接関連ない既

知の掬甫であろうと業務上の精神的、肉体的過労が

疾病の主なる発生原因に重なって疾病を誘発また

は悪化させた場合はその因果関係があるとみるべ

きである」というようにぺ文句が定形化されてい

るからには、上の判示内容によれば掬育の直接的、

主なる原因が他にあり、過労はひとつの商接的、付

髄的原因だとしても、業務上災害として認定するに

支障はないという結論であり、だとすれば、これは、

最有力原因説や相対的有力原因説とは距離がある

立場だと言えるし、共働原因説により近いと言えよ

うが、共働原因説中でも業務上災害め範囲を大変広

く認定する立場であると言えよう。

一方、因果関係判断の基準を、ふつうの平均的な

人でなし当該労働者の健康と身体条件を基準とし

て判断すべきというのが大法院の一貫した立場で

ある。同

よって、全く同じ過労をして、ある労働者は何の

疾病にもかからないのに、ただひとり被害者だけが

疾病に抱号、したから責任がないという主張は、受け

入れる余地はない。"

結論として、過労死事件において、判例へのアプ

ローチは、どんな理論的なアプローチより、過労死

の判決を有形化し、ある性格の業務により、ある程

度の過労をし、これにより、ある痴甫が発生したの

だが(またはある既存の疾病が悪化したのだが)、こ

れを裁判所古ま業務上災害と認めるか、または認めな

いかを分析してみることが、より実質的なアプロー

チになるのではないかと思う。

(1 ) 業務上災害と認定レた事例の分析

① 分祈1(過労の有形による分類)

業務上災害と認定された砲の判例にあらわれて

いるほとんどが、いろいろな要因が複合的に作用し

て痴商を誘発した場合であるために、これを単純化

することは簡単なことではないし、なおかっ、これ

を意味ある範障に分類することは困難であったが、

初歩的であるが問題提起する意味で、まず過労の有

形を次のとおりに分けて、各守分類してみた結果、

次のように分類された。

「過重な基本業務、時間外労働、休日労働

等単糊労の場合 :岬
夜間勤務、昼夜間受千忠勤務、不規則勤務

1」

〔輔過労 :4砕
飾官、精神的情撃、お風呂等外部要因が

重なった場合 :甘平

分類の範障のうち変形勤務をjJJrに分類してみた

理由は、過労死の場合、一般的に単純な過労よりは

生体リズム、睡眠リズム等の破壊古f致命的な影響を

及ぼすという報告があるためであるが、実際に、変

形勤務者の相対的比率がたいへん高いことがわか

った。叫

また、単純な過労のほかに睡眠不足や緊張感・ス

トレス等カ壇なった場合も、高い比率があらわれて

いるが、これもやはり生体リズムまたは肉体的、精

神的均衡がくずれることが過労死の重要な要因と

なるという点在示唆する結論であると言えよう。

② 分析2 (臓業による分類)

過労死が認定された被災者たちを職業によって

分類叫してみたときの分布は、単一職種としては、

警備員(昨)、運転手(昨)、警察官。件)、教師。

件)、営業職社員 (2件)等の願で、多少包括的な職種

まで含めると、会社管理職君主員(餅)、生産職技

能職社員(併)、その他公務員 (3件)の願で、このほ

かに重機技師、左官屋、鉱夫、予備軍中隊長、セメ

ントミキサーヱ等が各1名ずつであった。

上のように、被災者の職業分類を通じて思うの

は、やはり生体リズムのずれる変形労働業種傍備

員、選議手、警察官等)とストレスを多く感じる業

種事喜察官、教師、営業職宇土員)に過労死の事例が多

く、裁判所でもこのような職種について、業務と疾

病院の因果関係をよりやさしく認めているのでは

ないかと思われる。

③ 分析3(既往症の有無、既往症の分類及び誘発

疾病によ吾分類)

まず、全体の過労死認定事例2件中、既往症をも

っている場合がお件で圧倒的に多く、既往症のなか

った場合は13件しかなかった。

これは、やはり健康の人よりは既往の他の疾病を

もっている人が、過労に鵬量だという常識を確認さ

せてくれる結果であり、また、裁判所が既往症の容

在、そして既往症が過労と相まって新しい疾病発生

に寄与したとしても、過労と誘発疾病の閣の因果関

係を否認するものではないところからくる結果で

あろう。

既往症の種類別に分類してみると叫、高血圧 (12

件)、肝炎等の肝疾患(倒的、冠状動脈硬化症(千件)、

心筋梗塞、心肥大、狭心症などの心底愚例制、肺

結核などの肺疾患凶)、気管支端息(2件)の順にな

っており、その他胃腸障害、血液循環障害、頚椎狭

窄症、椎間板突出症、林幹&R注:不明)など各々 1

件ずつであった。一方、過労によるか既往歴に過労

が重なり最終的に誘発された疾病を基準として分

類した場合、心臓麻癖(lC料)、肝硬変、肝炎倒的、

脳出血(白件)、脳梗塞、脳卒中(倒的、心筋梗塞(3件)、

静脈療の破裂。件)、腎臓炎(計約、急性呼吸不全 (2

件灼順で、全身衰弱症、循環障害、心不全症、狭

心嵯、急性アルコール性胃炎、敗血症、血圧上昇、

不整脈、末期腎不全症、端息の発作、心肺不全症等

も各1件ずつあった。

このように、分類を通じて、やはり心臓民意、脳

筑豊、肝民患等が圧倒的に多数を占めており、この

ような疾病が過労に脆弱な疾病であるという点在

確信させてくれ、このような既往症と誘発痴青等の

場合、病院が過労と関連する疾病とみており、よっ

て、労使渚がこのような掬青にかかったり、これに

より死亡した場合、過労の事実さえ認められれば、

過労と疾病聞の因果関係は困難なく認められると

思われる。叫

(2 )業務よ災害と認定されなかった事例の分析

業務上災害と認定されなかった事例22 ( '牛中には、

過労と災害聞の因果関係を否定する事例が15件と

多く、過労事実と因果関係をすべて否定した事例が

悦過労事実を否定した事例が4牛であった。

一方、過労死と認められなかった事例において、

労働者が抱えていた既往症または誘発疾病をみて

みると、肝硬変、肝がんを含めた肝民号制牛)、胃

がん (3件)、肺がん (2件)、静脈痛破裂 (2件)、糖尿

病(併)、死因不明 (2件)の順で、際臓がん、心臓が

ん、結腸がん、腹膜炎、敗血性ショック、マルファ

ン氏病、慢性腎不全症、翻夫動脈硬化、狭窄症、ア
ルコール中毒症、パージャー氏病、胆石症、H!!I範長

等古宅11午ずつ分類された。

因果関係を認められなかった事例の多くは、現代

件 

件 

併

:1
 2

・
33
 

:
 1
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等ヵスレス感張緊
合
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医学上、その原因が明白に明らかにされてなく、特

に過労とどのような関係があるのかが明らかにさ

れない疾病の場合軍市がん、胃がん、降臓がん、パ

ージャー氏病等が代法的な例)が多かった。臼

また、過労と関連するとわかつている既往症や誘

発病の場合申軒干がん等の肝#疾己愚が代表的な例)は、こ

れがある場合には、他の原因すなわち過労事実は認

定されないとか、知育の他の原因が明らかだとか、

胸育の悪化程度が自然的進行程度を越えない程度

であるとか、中間に療養を充分にとった事実古宝認め

られたとかいう理由で、業務上災害とは認定されな

かった。

過労死の場合に限らず、業務上災害の行政審判の

手続上には多くの問題がある。実際に、行政審判手

続て喋法Pされた過労死関連の事件が、行政訴訟の段

階で被災者が勝訴する比率がとても高い。これは、

行政審判の手続において、さらに迅速で容易に認定

を受けられるにもかかわらず、相当の時間と費用が

乱費されており、それだけ被災者には苦痛が加わっ

ていることをあらわしている。

行政審判の段鰭で、救済されるべき多くの事件が

棄却された理由としては、だいたい次のことがあげ

られる。

①業務上災害を認定する因果関係において、行政

審半日機関紡働地方事務所、労災審査官、労災審

査委員会>がもっている基準は、裁判所の立場よ

りはるかに厳しいと思われる。前にも述べたよう

に、因果燭係の認定範囲は、災害補償制度の本質

と密接な関係をもっており、現在、労働部等前審

手続機関は、因果関係をなるべく制限しようとす

る傾向にあると考えられる。

労働部等のこのような傾向は、過去「成長室上

主義」の遺物と思われるが、一日も早く、ここか

ら脱皮し、災害補償制度の本質に立脚した判断を

するべきである。

②行政審判の段階では、書面審理を主としてお

り、実際、発見のための証拠調査時現土量識さ

れており、よって実質的な事案の把握ができない

場合が多い。

被災者の場合、行政審判の段階で提出できる立

証資料は、個人的にイ玉意的な協力を受けられるの

に制限があるというのがふつうである。しかし、

過労死訴訟の場合、医学的な証拠の確保等、公信

力のある機関や国家機関を通じて、証拠確保が必

須であるので、このような証拠は、個人的または

任意的には確保カす不可能な場合がほとんどであ

る。

よって行政審判の段階でも、裁判上の弁論に準

ずる手続を必要的に置き、証言や事実照会等証拠

調査をできるようにすべきである。

③行政審判の手続に参与する人力が大きく充実

され、専門性が強化されなければならない。

現在、審査や再審査請求を担当する入力は、ふ

くそうする業務に比べ、誠実な審理を行うことが

原則的に不可能な状態である。のみならず、労災

審査委員会の場合、法曹界、労働界、学界等から

委員が推薦され、輪番制度業務を遂行している

が、過労死等関連分野の専門的知識は期待でき

ず、事実調査がなされていないことと同時に、被

災者の権利救済に大きな障害ともなっている。

以上で過労死の因果関係と関連した理論と判例

をみてきたが、対象事例の数古宮相対的に少なく、大

法院の判例のみを対象としたので、満足のいく結論

を下せなかったと思う。今後、下級審判決と労働部

の審結例等古支総合的に分析され、大法院判例がもっ

と蓄積されたら、過労死に関するより一層深い基準

が提示できることと思う。

結論的に、過労死の因果隠印源串認定において

者の立証負担を緩和し、共働原因主義ないし蓋j蓋書然幹性

説的な立場をとつている串判I例の態度は望ましい方

向と言えよう。

一方、このような判例の傾向とは別に、労働部等

前審手続では、救済されるべき多くの事件が救済さ

れずにいる点も、箔単に述べてきたとおりである。

災害補償制度が労働者の生活保障的制度に発展し

てきており、過労死がその遺族たちに与える衝撃と

苦痛を考慮するなら、行政審判の手続は、実質的な

審理がなされるよう、その手続を大幅に改善するこ

とで、被災者の権利救済を容易に早くなされるよう

に内であ仏

1) 大法院92ヌl品46判決参照。
2) こ白ような場合、判例は、業務遂行性白嵐官を幅広く

みて、時間的、場所的に業務とかけ離れて発生した事故
についても、業瀦遂行牲があると判示した例もあるが

(91ヌ13 65時日決Lこのような場合は結局、業務遂行性
白概念が業務起因牲の概念白中に埋没していて区分で
きない場合だと言えよう。

3) これと関連して、最高裁92ヌ11107判決はJ会社と白
行事や集まりに参加中に災害にあった場合、これを業務
上災害と認定しようとすると、まず、そ由行事や集まり
の主催者、目的、内容、参加人員とそ白強制性白可否、
運営方法、費用負担等白事情に照らして社会通念上、ぞ
の行事や集まりの全般的過程が使用者白支配管理下に
なければ」と判示している。

4) このような論議は主に日本であったもので、このよう
な立場をとっていない韓国自大法院判例をみてみると、
この論議申重要性や必要性は相対的に少ないと言えそ
うである。

5) 日本申最高裁回判例が、このように過労の程度を数量
化しようとする傾向をみせており、韓国由労働部が1 9 9 4

年7月2 1日に改正した業務上災害認定基準第四条脳血管
疾愚または心臓疾患白項目にも、「急滋な職場環境白変

イbで労働者に著しい生理的変fむを招いた場合Jr平常時
より業務量、業務時間、業務上責任、作業環境等業務上
自負担割増加し、慢性的に肉体的、精神的過労を語発し

た場合」等の表現で、一定程度このような傾向をみせて
いる。

6) 大法院田ヌ回目号、 9 1ヌ128'75号判決外多数判決参照。

7) 9 1ヌ1 0 4田号判快外多数判決参照。
8} 9 1ヌ臼田号判決外多数判決書照。
9) これは、業務上災害に対する無過失責任主義と一服通

じる結論として当然だと言えよう。
ユ.0) ここでは、 l曲居手から1 9叫年まで由過労死と関連し

た大法院判決中立証可能な7 4件操務上災害と認定しt
判決52 { '午、業務上災害と認定しなかった判決坦件)の判
決を資料として分析したものである。最近では、過労死
関連行政訴訟白被告である労働事務所や公務員年金管

理公団が無条件に上告を自制する傾向にあるが、初期に
はほとんど田事件について上告を提起し、これが被災者
自救済には多くの困難在与えてき"k反面、逆説的に過労
死に関する比較的多く白大法院判決を残し、過労死に対
する理論的研究に相当な助けとなった。

11) もちろん、上の分析対象判決が全て過労死事件を絹

羅した事倒ではなく、大法院判決という特別なろ過過程
在経た限定された事例という点で、また、全体労働者中
変形労働に従事する労働者数由比車が提示されておら
ず、過労死認定事件中変形労働白統計四みが提示された
という意味では、上自分析由意見は限界があると言える

が、一般的に変形労働従事者の比率がそんなに高くない
という常識的見地から考えると、上白ように過労死にお
げる変形労働の比率が高いという事実は示唆するとこ
ろが大きいと言えよう。

12) 大注院判決の場合、ときおり職業が明示されていな
い判決もあるが、このような判決を除き、職業があらわ
された判決岨件由みを分類白対象とした。

13) 分類対象事件中ひとつ以上田既往症をもっている場

合が多かったために、ここで既往症を分類するにおいて
は、最終的な誘発疾病と関連があると思われるときにあ
らわれている既往症を全て表示した。

14) 既往症と譜発疾捕そして過労と白関連性に関するー
つひとつ白分析は、各々白事件がとても多様で一括的分
析が適切でなく、結局別議した判例一つひとつを書照す
る以外ないと思われる。

15) これと関連して、一般的に過労が万病白根源だとか、
過労が身体の抵抗力を弱め全ての疾病を誘発する原因
となるという程度では、因果関係を認定しないというの
が判例の立場である。すなわち、上のような事実のみで
は過労と疾病発生関白蓋然性がないとみている白であ
る。
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重量輯上盟曹とじて寵寵
された朝鵠鯛｛重要瞳｝

原告は、体質的な条件によって腎臓炎にかかって

いるところ、正常な勤務は可能な程度であったが、

公務遂行中に累積した過労によって上記の疾病が

自然な進行速度をこえて末期腎磁炎、末期不全症に

急速に悪化した。ーとすれば、上記の疾病は公務上

¢疾病に該当する。 (89ヌ5775)

故人が教育公務員として任用されたあとB型肝

炎に感染して治療を受けたが、累積した過労が原因

となって肝臓がんに発展、死亡することになった事

実を認めヘそれは「公務上疾病により在職中に死

亡した」場合に該当する。 (89ヌ飴48)

故人が貨物車運転手として…、故人力守E亡するに

至ったのは、a:ふだん累積した過労と、②年休の聞

の過度の飲酒、③及び酷寒の野外作業にともなう苦

痛など古宝複合的な原因になり、心臓麻癖を起こした

ことに、原因があると言えるので、死亡は・「業務

上事由による死亡」に該当する。 (89ヌ日脚号)

銅匠であった故人が、肺結核と高血圧の症状をみ

せていたが、過重な銅匠の業務を遂行し退社後、酒

を飲んで帰宅し、狭心症・急性アルコール性胃炎感

染で死亡した事件で、業務上災害認定。 (00ヌ1274)

会社の警備員であった故人が、夜間勤務中、既存

の疾病である脂肪心による心臓ショックで心臓麻

捧を起こして死亡。昼夜交替でZ人1組となって4人
が警備業務を遂行。故人の警備業務自体が昼夜交替

業務形態であり、人間の生体リズムに節子したこと

が、基礎痴青である脂肪心の進行を促進し、症状を

悪化させ、勤務中の死亡に至らせたと言えるので、

故人の死亡は「業務と相当な因果関係のある業務上

災害J (00ヌ272η

故人はパスの運転手であり、毎日1瞬間半量議長業

務に従事し、…2ないし犯を連続勤務し1日を休務

する形態。-故人の死亡は、ふだん累積された過労

により疲れた状態で、肉体的精神的に緊張を要す

るパス運転業務に従事していて心臓麻癖を起こし

たことに、その原因がある。 (00ヌお00)

ふだんから冠状動脈系民患を患っていた左官が、
団地工事現場でつらいハンダ付け (7 )f午業で疲労 

が累積されており、特に死亡3-4日1前からは関高・

疲労(手足の痛みを伴う疲れ病)にもかかわらず休

まず延長勤務するなど、無理をしたあまり、過労に

よって上記の痴青が急速に悪化していた。さらに死

亡当日は終日きつい仕事をした疲労と、左官補助工

との口げんかによる急激な血圧上昇などが複合的

に作用したことにより卒倒、死亡に至ったならば、

故人の死亡は業務上災害である。 (ωヌ飽75)

地方公務員として勤務していた故人が、慢性心、不

全症の診断を受けて治療していたとき、時間外勤務

中、就寝抗態から昏煙状態に陥り、①先行死因末

期心不全症、脳出血、②直接死因一頭蓋内圧の上昇

で死亡。過労が直接原因ではないが、既存痴甫であ

る慢性J乙咋全症など、別の要因と複合して脳出血を

誘発したとみられるので業務上疾病。 (00ヌ0017)

サンガ住宅公社の現場で、現場管理及び警備業務
を担当していた故人は、 1日1,鱒f聞くらいの過霊な

時欄外勤務をしていたが、ふだん高血圧と胃腸障害

の症状をもっていた。朝食後に用便をしていて意識

を失って倒れたが、そのとき心臓i麻捧で死亡した事

件で、「疲労が累積して、高血圧などの既寄痴青が、

続いてきた過労によって非正常的に悪化した末に

死亡した」ので、業務上災害に該当する。 (00ヌ

10476)

ふだん高血圧の症状があった本人が職場を移り、

鉄線材料の乾燥作業をしたが、¢換気設備がなく、

②休息時間と食事詩情古杯競員百で、③2交替勤務で

昼と夜が入れ代わる生活をしており、④月担の徹

夜f乍業と月掴の日曜勤務をするなど劣悪な作業条

件の中で、肉体的・精神的に過重な業務を遂行して

いたためにその症状が悪化し、虚血性脳卒中が発生

したとするならば、これは業務上災害に該当する。

(91ヌ476)

公務員として勤務していた故人が、肝臓筑豊が発

生していたが、これに対する充分な治療を受けられ

ないまま職務で過労したために、短期間に肝硬変を

経て肝滋がんまで悪化し、それによって死亡したな

らば、業務HE亡である。 (91ヌ1 1回)

警備員だった故人が心肺不全で死亡。 Z人が年中

無休で校替で勤務、精神的・肉体的過労が累積し

ていた。過労が心I市不全症の原因になりうるとすれ

ば、別の原因が認められない限り、過労が故人の死

亡の原因になったともみられなくもない。 (91ヌ

2311)

経理及び税務業務を担当していた故人は肝炎を

患っていた。国税庁税務監査収監準備で多少過労し

ており、 Uii1吐の症状をみせ、先行死因ー上部胃腸管

出血で死亡した事件で、故人が精神的な緊張と負担

感、業務過重によって死亡したものであるので業務

上災害に該当する。 (91ヌ372η

重機課長をしていた故人が月2回の公休日を除

き、毎日1償請笥、重機運車E作業Hの監督などの過重な

業務をしてきで、脊椎間核突出症下肢無力・血液

循環障害などが生じて治療中、脳動脈癌破裂によっ

て脳出血で死亡した事件で、業務上災害認定。 (91

ヌ4416)

営業課長だった故人が、肝磁民曹を患っていたと

き、 1日4時間あまりの時間外勤務をする日が多く、

過労をしており、肝硬変による胃腸静脈癌の破裂で

死亡した事件で、業務上災害認定。 (91ヌ4布 1)

技能職平土員として勤務していた故人は、舗が1週
隠単位で勤務時閣を入れ替え、校替勤務。急性心

不全で死亡。 r(訪E亡が作業に従事中ではなく、②

また担当した業務が比較的たいへんではない仕事

であるだけでなく、③死亡当時の作業待問も1日平

均時間くらいから普通の平均人には過重ではない

業務だった」といえども、原審の認めるように、勤

務外に過労の原因になるべき別の原因がなければ、

「死因である急性心臓死は、過労に起因する」とみ

ることができる。 (91ヌ氏追6)

1民氾年1月25日頃には肉体的・精神的過労によっ

てほとんど日常生活さえできない状態に至ってお

り…、病院に行く前、入浴中に心臓麻痔で死亡した

のならば、たとえ心帰路湾に至る正確な経路が医学

的に明らかでないといっても、故人は職務による肉

体的ー精神的過労により誘発・悪化した疾病で死

亡したのであり、公務上疾病による死亡に該当す

る。 (91ヌ自砲6)

運転及び営業職を兼任する社員が本来は健康で

あったが、激務により心身の疲労で高血庄症状をも

つことになり、継続する過労で脳梗塞症が発病した

場合、本人の痴嗣喋務遂行中に発生したのではな

いとしても、業務必晶労がその疾病の発生原因にな

った以上、これを業務上疾病とみなくてはならな

い。 (91ヌ1∞1司

原告には既存疾病である肝硬変があり、これによ

って出血症状がいくらかあったにはあったが 、市

内パス運転が普遥平均人には過重な業務ではない

といっても運転業務自体は精神的 肉体的緊張を

ともなうものであるので、原告が主張のように「以

前に別のいろいろなパス運転業者を転々としなが

ら市内パス運転を続けてきて、さらに原告の肝硬変

症をその自然進行速度よりも急速に悪化させ、これ

によって食道静E陪薗破裂が促進された」ということ

ができる。 (91ヌ10400)

頚椎狭窄症という昔から疾病をもっていた警察

官が、業務過重によって累積された疲労で、巡回途

中一瞬いねむり運転をして交通事故を起こし狭窄

した頚椎内神経由顎傷したことで、四肢古杯全麻薄

する負傷を負ったことは公務上負傷に該当する。

(91ヌ四万)

業務と死亡の聞の相当な因果関係の有無は、普通

平均人ではなく当該労働者の健康と身体条件を基

準に判断しなければならず、当該労働者カ亨E亡に至

った正確な経路が医学的に明らかでないといって

も、業務と死亡との聞の相当な恩果関係を認められ

ないものではない。 (91ヌ13 6弱号)
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ふだんからの持病である高血圧が過労によって

悪化し、脳出血が発生、死亡した場合伏法院92ヌ

4お4判決)

ふだん健康だった人も過労時に人体のt邸究機能

が低下することによって、一般的払細菌感染によっ

ても敗血症にかかることがあり、故人の場合、前後

の事情からみて過労によって敗血症が発病したと

推定されるものであり…、このような事情を総合し

てみれば故人の敗血症の主な発生原因が明らかで

ないといっても、「その発生直前の継続的な公務上

過労によって身体の抵抗機能が低下したことが主

な発生原因に重なって敗血症に進行した」と推定す

ることが経験則上妥当である。 (92ヌ臼弱号)

故人の死亡は坑内の不良な環境で長期間にわた

り後ヤマ夫で過重な肉体的労働を続けた結果、既存

の動脈硬化症が悪化し、心筋梗塞を誘発することで

招いたものであるので…、業務上災害に該当する。

(包ヌ7313)

5磯になる故人が2ilキログラム入り布袋に飼料

用パン粉を入れ、これを運搬して積載する仕事を時

間当たり釦包み、毎日瞬間にわたり行い、過労し

ていたので、循環障害を起こし、死亡したとみられ

るので…業務上災害に該当する。 (92買お臼)

故人が総務部長として勤務し、肉体的過労とひど

い精神的圧迫感を受けてきたので、間関E因と判断

された肝臓民患が実際にあったならば、「上のよう

な肉体的、精神的過労がその肝臓民意を急速に悪化

させ、死亡を誘発したもの」とみなければならない

が、故人にそのような間臓疾患がない場合でも、入

社する前には比較的健康だった故人が過重な業務

衛予で健康を害し、死亡する前日には低血圧と擾度

の全身衰弱疲があり、加療を要するという診断を受

けたにもかかわらず、会社の業務のために休めず、

続けて勤務していて死亡した以上、その死亡は「業

務上の過労が心肺機能停止を直接誘発、またはその

誘発要因になる別の民警、の悪化を促進し、発生した

もの」とみるの古ま相当であり、これは「業務と因果

関係がある業務上災害」に該当する。 (92ヌ12940)

故人はその間の職務」二累積された過労でふだん

からの高血圧が悪化し、脳出血を起こして死亡に至

ったと推定される一方公務上疾病というのは公

務執行で発生したものだけではなく、ふだんの期青

があったとしても「職務上の過労で自然な悪化以上

に顕著に悪化した場合も含まれる」と言えるので

(92ヌ4お40)

故人は既存の民号、である高血圧及び狭心症をも

っており、判示のように、超過労働を続けてきて心

身の疲労が累積されたことによって急速に悪化し、

心部締薄で死亡したので、業務遂行中の死亡ではな

いと言っても、業務上の過労がその発生原因だった

以上、業務土の災害に該当する。 (93ヌ5574)

故人は長距離通勤と劣慈な作業環境の中で、性別

と年齢及び健康状態に照らしてみると、「過重な業

務で活置に1度徹夜勤務を繰り返して精神的・肉体

的疲労が累積されたことにより、既存の高血圧症状

が急速に悪化され脳動脈癌破裂に関する脳くも膜

下出血が発生した」とみるの力ヰ目当で、故人の疾病

は業務上災害に該当する。(沼ヌ 7叫)

故人はふだん気管支瑞息の疾病をもっていたが、

判示にあるように、「業務は3名の警備員が、調潤

は泊矧間交替で、 1週間は夜間勤務形態でなってお

り、臨臣をろくにとれず疲労が累積した状態での夜

間勤務中、既存の気管支端息が悪化し、急性呼吸不

全により死亡に至ることになった」ことを考える

と、故人の死亡は業務遂行中その業務に起因して負

った災害だと判断した処置は車断専がいき、そこに所

論のような違法はない。 (93ヌ1∞お)

故人はふだんから協を閉塞性駅注:韓国語では

閉鎖性買制実患、気管支端息の疾病をもっていたが、

「彼が遂行する運転業務が相当につらいもので、疲

労が累積し、このような肉体的過労が既蒋の上記疾

病を悪化させ、勤務中過労による激しい端息発作で

死亡に至った」とみられるので、故人の死亡は業務

上災害に該当する。 (93ヌ1口市)

故人が家事労働の負担を負っている主婦であり、

判示にあるように、「コンベアの作動に合わせて作

業をしなければならない反復的な組立業務を、作業

定員が足りない状況で休日出勤及び延長勤務をし

ながら遂行してきた」ならば、それによって肉体的

過労と精神的圧迫感が累積したといえるもので、故

人の既存疾患である心機弁膜狭窄症によって脳血

栓症に発展した正確な経路が医学的に明らかでな

いとしても、「故人の職務による肉体的過労と精神

的圧迫感により既害民患である心臓弁膜狭窄症が

脳血栓症に発展、あるいは少なくとも発展過程が急

速化されて脳血栓が発生した Jとみることができる

ので、故人¢死亡は業務a亡だとみるのが相当で

ある。 (93ヌ13179)

予備軍中隊長である原告が過重な業務で、完冶し

ていない肝炎が自然な悪化速度よりも急激に悪化

し、肝硬変が発病したとみるのが相当であるから、

公務上期宵に該当する。(田ヌ 14912)

故人がサムソン重工業側で品質管理課長として

勤務中、「…死亡原因となった肝臓がんは、既存疾

患である B型肝炎が、彼がふだん遂行していた過度

な業務量とこれに伴う重い精神的圧迫感及び過労、

業務遂行上の頻繁な飲酒により悪化し、発生した」

とみられるので、彼の死亡は結局業務に起因、発生

したものであり、業務上災害に該当する。(回ヌ

1飽 46)

団地工事場のセメントミキサー工が、五盟関前か

ら、ふだんより特に過重な業務遂行をしていたと

き、発病した脳梗塞症は業務上災害に該当する。 (92

ヌ1日間)

コールタクシー運転手であった故人が、隔日勤務

を続けてきて死亡したのは、「ふだん過労によって

疲労が累積した状態で精神的・肉体的に相当つら

い滋足量務に従事しており、腎臓冠状動脈硬化及び

狭窄を起こした」ところに、その原因があり、故人

がふだん上記民曹、をもっていたといっても、上記の

ように「疲労が蓄積された状態で無理に運転業務を

担当したために、その持病を急激に悪化させ、死亡

に至った」とみられるので、故人の死亡は業務上災

害に該当する。 (93ヌ16703)

亡キム・インテの死亡は、肉体的・精神的疲労

が、以前から故人がもっていた心血管系の体質的

機能的痴宵を悪化させたことで招いた。「業務上の

過労が主な発病原因に重なって、これを誘発、また

は悪化させた場合に該当する」と判断したことは正

ししそこに所論のような違法はない。 (93ヌ1744η

故人は事業所の常務として在職し、常に精神的緊

張感の中て・勤務していた。特に死亡する詰車問前か

らはほとんど毎日超過勤務をして、精神的 肉体的

疲労が累積しており、死亡前日の国巨離通誌の疲れ

がとれていないWJで死亡当日、定時に出勤し、午

後まで勤務を続けて疲労が加重されたあまり、瞬間

の衝撃で基礎疾患である心筋夜塞が急性心停止を

誘発し、死亡に至ったとみられるので、故人の死亡

は「業務遂行中、その業務に起因して発生した業務

上災害」に該当する。 (93ヌ1 8沼5)

故人は慢性肺疾患で肉体的に虚弱になっていた
t丸態で急に、原審判示にある航空学校移転問題で子

供の登校拒否が発生し、これに精神的に衝撃を受け

て慢性肺疾患が自然悪化の程度をこえて急速に悪

化し、急性呼吸不全症を起こし、死亡に至った oし

たがって疾病の悪化が公務遂行途中またはこれと

関連して起こったのであり、公務と死亡との聞に相

当な因果関係があるとみなければならないので、故

人の死亡は公務上災害に該当するという趣旨で判

断したことは正当である。 (93ヌ187沼)

故人がI聯読書の治療で肺切除手術まで受けたが

完冶されなかった状態で、サチョン郡家族福祉係の

次席として勤務し、出張及び時間外勤務をしていた

とするならば、上のような勤務が仮に普通平均人に

は過重なことではないといっても、故人の健康と身

体条件からみて、たやすく疲労を感じることがで

き、このような疲労が累積されていることによっ

て、故人のI称読書は一般的な自然速度以上に急速に

悪化し、結局死亡に至ったとみる余地がある。 (93

ヌ10 (30)
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故人の死亡は、判示にあるように業務による肉体

的・精神的疲労が既存疾患である心冠状動脈硬化

及び狭窄の症状を悪化させたことで招いたものと

みられるので、彼の死亡は業務と因果関係がある。

(おヌ1臨 1)

故人は派出所勤務を長期間遂行することで、肉体

的な過労が累積され、この過労は彼の死亡原因にな

った冠状動脈狭窄を悪化させる要因になったと認

定したことは正しい。 (93ヌ釦313)

団地警備員である原告が、入社以来、本件発病の

日まで 1 2年以上を生体リズムに逆行する24i時間勤

務方式で業務を遂行することで精神的圧迫感が累

積し、主な発病原因である高血圧症が重なって、こ

れを誘発または悪化させ、脳梗塞を招いたとみられ

るので、本件災害は業務上災害に該当する。 (93ヌ

却 94)

故人の死亡が、働サムソン物産での極めて過重な

業務遂行と精神的ストレスによって、持病である高

血圧症が悪化して発生した心不全症に起因したと

みることが相当であるので、故人の死亡と業務遂行

の間には因果関係がある。 (93ヌ2193))

故人は側農心で担当している業務が過重で、精神

的・肉体的に極度の疲労が累積したことによって

高血圧症が発生するなど急激に悪化し、不整脈によ

り死亡したので、業務と死亡の問に相当な因果関係

がある。 (93ヌ22951)

韓国重Z業に所属の労働者である故人は、常に外

注業者の作業への資材提供及び品質管理、空調管理

などで精神的に緊張した状態で、勤労基準法上の l
日法定労働時間をこえて無理に1晴関連続して勤

務していたことによって、「過重な業務による肉体

的疲労と精神的緊張感からくるストレスが累積し、

急性心筋寝塞症古溌生し、 JG¥H市機能が停止し、結果

的に死亡したと推定する」ことが相当であるので、

故人の死亡は業務上災害に該当する。(但ヌ 156)

原告の脳出血がヘイン企業側在職時刊の劣悪な労

働環境での過重な業務遂行と、それによって累積し

た肉体的過労及び精神的ストレスによって誘発・

悪化した中風症または神崎富駅注:不明)に起因

したものとみるのカヰ目当であるので、原告の脳出血

と業務遂行との聞には相当な因果関係がある。 (94

ヌ笠泊)

原告の疾病である横断性脊髄炎が、機械整備室勤

務と何の関係もなく発病したとみるべき特別な事

情もない本件では、原告のふだんの健康抗態や機械

整備室の作業環境及びその発生時期などを参考に

みれば、本件疾病は機械整備室の不潔な作業環境の

ために誘発したと推定できるものであり、したがつ

て公務遂行と相当な因果関係があるものである。

(鎚ヌ飴;19)

原告が入社したとき、腎臓系統の疾病をもってい

なかったが、入社後、判示にあるような業務過重に

よる過労とストレスによって腎臓機能が悪化し、急

性糸球体腎炎が発症し慢性糸球体腎炎を経てさら

に悪化し、結局は慢性腎不全に至り、急性糸球体腎

炎の発症が業務過重による過労とストレスによる

ものでないとしても、業務過重による過労とストレ

スにより腎臓機能が悪化し、急性糸球体腎炎が完治

せずに慢性腎不全症に発展したものであるので、原

告の疾患は「業務と相当な因巣関係がある業務上災

害」に該当する。(鈍ヌ飴おJ

韓輯よ諜聾iこ盟寵され
なかった輔親鯛｛璽嵩)

故人が射出工として 射出作業台で射出作業を

しているときに倒れ、護送途中に死亡したことと、

死因が明らかでないことを考えると…、業務上死亡

として認定するには、①当該の死亡が業務遂行中の

死亡でなければならないことはもちろん、@業務に

起因して発生し、業務と死亡との聞に相当の因果関

係がなければならない。この場合、労働者の業務と

災害との閣の因果関係に関しては、これを主張する

側から立証しなければならない。労働者の死亡がた

とえ業務溺子中に起きたとしても、そ¢死因が明ら

かでない場合には、これを業務による死亡と推定す

ることはできない。 (88ヌ50:幻7

小学校の教師であった故人が、胃がんの診断を受

け、入院治療中に死亡。過労が胃がんを発生ないし

急速に悪化させ、生命を短縮させたとみるべき資料

はなく、一般的に「過労が疾病の発生、悪化にひと

つの原因となることがあり、故人古嘆務進行過程で

過労をした」として、す寸に故人の胃がんによる死

亡が過労と関係があると推定するのもむずかしい。

(90ヌ295)

故人が特別勤務で市内出張に回っていたといっ

ても、彼の日常的な業務をはずれた過重なものとは

みられず、彼が先天的にマルファン氏病をもってお

り、マルファン氏滴患者の場合、期待寿命は4繊く

らいである点、を考え合わせて、故人が死亡したこと

が作業環境や業務上過労が原因になり死亡したと

はみにくい。 (90ヌ6お5)

故人が多少過労していたことは認められるが、上

のような過労が糖尿病または捧臓炎を発病ないし

その症状を急速に悪化させ、故人の生命を短縮させ

たことを認めるには不足している。 (90ヌ姐5)

故人の場合、判示にあるように多少過労した事実

は認められるが、一方で胃がんはまだ正確な発生原

因が明らかでなく、過労が、死亡原因になった胃が

んを発生ないし急速に悪化させ、生命を短縮させた

とみるべき資料はなく、一般的に「過労が痴青の発

生、悪化にひとつの原因になることもあり、故人が

業務過重から過労をした」といって、す寸に故人の

胃がんによる死亡がその過労と因果関係があると

推定はしにくいと言えるので、故人の死亡は公務上

期青によるものではない。 (91ヌ1α園地)

原告が予備軍中隊長として勤務していて、隣接地

域の対民間支援で田植えをしているときに倒れ、慢

性腎不全の診断を受け、そのときから血液透析を続

けてきたが、廃疾状態になり…。原告が田植えをし

ていた、①その白、予備軍数名と防備兵絡を連れ
て1α1,沿余坪の田植えをし、昼食後には予備軍が全

員帰り、防備兵たちだけ引き継いで仕事を終えて、

多少逝労していたことの他には、ふだん日常的に遥

常の予備軍隊員たちの訓練及び管理などの業務を

遂行していたのみで特別に過重な業務を遂行して

いなかったこと、②そして慢性腎不全症は普通、本

人の体質の条件などに起因して発生する病気であ

り、 1日くらいの肉体的過労から起圏する疾病では

なく、 -8発病すれば移植軒町をしない限り、充分

な休息や栄養供給をしても完治できない疾病であ

ることなどを考えると、原告が田植え業務などをし

て多少過労していたと言っても、このような1日の

過労が原告の廃疾の原因となった慢性腎不全症を

麹青ないし急速に悪化させたとみることはできず、

一般的に「過労が掬育の発生、悪化のひとつの原因

になることはあり、原告古喋務遂行過程で過労をし

た」といって、す寸に原告の疾病による退職がこの

過労と因果関係があると推定することもむずかし

い。 (91ヌ11医弘)

故人は村の予備軍中隊長であり、 191'畔 9月以前
には予備軍教育をしておらず、その年1 0月1日と11

月25日の死亡時の間に2 1日間だけ教育に関与して

おり、「その期間中 161寺間未満の講義と 3日間の教育

訓練出席点検をした」ことだけでは業務が特に過重

で、過労したとするのもむずかしし「退勤後食堂

で夕食を食べ、トイレに入って小便をしている途

中、原因がわからず倒れ、脳血腫によって死亡した、

本十特E亡」が公務上の負傷や疾病によるものとはみ

られない。 (91ヌ1212η

故人の死亡原因は腸炎ピプリオ菌による敗血症

である。この病気は&日月の暑い時期に腸炎ビプリ

オ菌が繁殖した魚介類などを食べて発生する病気

であり、一旦指南すれば他の疾病がない場合にも死

亡率が5 0 %に達し、肝臓集号がある場合には死亡率

がさらに高くなり…。故人はふだん、肝臓疾患があ

ったにもかかわらず昼食に荊J陽、蛸などを食べ、そ

の食べ物に繁殖していた腸炎ピプリオ菌に感染し

て、それによって敗血症で死亡したと認められる。

だとすれば、「故人の業務遂行過程での過労が、死

亡の原因になったピプリオ欝による敗血症を発生

させたのではない」と言うことができ、また「この
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過労が痴青在急速に悪化させ、故人の生命を短縮さ

せた」とみることはできないので、故人の死亡は公

務上の疾病によるものではないと判断した。 (91ヌ

ロ1邸)

G:故人の業務の内容や負担量が、左官業務に従事

する者が通常処理できる範囲をこえて、精神的、肉

体的に負担や疲労を与える程度に特別に過重なも

のではないこと、②そして故人の勤務形態は通常、

2、3日勤務して 1日休む方式になっており、入ネi J - : J .
後、死亡までの14日間に、 10日は勤務して4日は休

み、また勤務日は7玖煩から 19: 0 :煩まで作業をし

たこと、③また死亡当日にも通常の業務内容と同ー

の作業をしていたのみで、特別に過多であったり、

過激な業務を遂行していないこと、④直接死因は心

I税綿E停止であるが、先行死因と中間先行死因など

は明らかでないこと、などを考えると、「業務遂行

中に起こった死亡だといって当然業務に起因した

死亡だ」と推定はできない。故人力喋務遂行中死亡

したことは事実であるが、故人が入社したのち死亡

まで、業務遂行による過労があったとする程度で、

「ふだん特別に過震な業務を負担したとか、死亡直

前にふだんと異なる過識な業務を処理した」とみる

こともできないので、故人の死亡古喋務上の過労に

起因したものとみることはできない。 (91ヌ1泊 65)

故人はじん肺症が原因で死亡、あるいはじん肺憶

が隊臓がんを誘発、悪化させ、これによって死亡し

たという点に符合する具体的な証拠を排除し、むし

ろその採択証拠によれば、故人は結腸がんから始ま

った肝臓がんの転移によって死亡した事実を考え

ると、故人の死亡力支業務上災害によることを前提と

した原告の本件請求には理由がない。(回ヌ 57初

故人が、¢流亡当時、業務の過重によって精神的

.肉体的疲労が累積した状態にあるとみる証拠が

ないだけでなく、@9E因になった急性アルコール中

毒が故人の業務上過労によって誘発したと認める

資料もないので、「故人の死亡は、業務に起因した

ものだとみることはできない」と認定判断した処置

は全て正当なものと言える…。伏法院包ヌ庄出)

1 伝ID過労間企業開山山山白川計山山三山山山山山三川目

ノてージャー氏病は内分主主障害及び喫煙と関係が

あるという程度の他に現代医学上、その発病原因が

明らかでないということであり、原告のパージャー

氏病が過労や交遂事故によって発生ないし急速に

悪化した廃疾状態に至ったとみる証拠がない。(日2

ヌお45)

故人の死亡原因になった胆嚢及び総胆管結石症

明E石症)、急性胆嚢炎及び敗血性H!!道炎は、①「そ

の発病原因が胆汁の底流から誘発することがある

場合、または食生活の変化などが影響を与えること

がある」とだけ知られているのみで、現代医学の水

準でもまだ明確に規定されたものがなく、②胆石症

は過労や高血圧、肝機能低下などと関係ないので、

過労しているからといって胆石症が悪化する可能

性も少なく、③また胆石症が進行し急性敗血糊E道
炎及び胆嚢炎が発生した場合には直ちに手術を受

けなければ、ほとんど1∞%の死亡率をみせており、

応急手術を受ける場合には、正常人ならば死亡率が

3 %ないし5 %くらいであることを考えると、結局故

人の死亡が過労による公務上疾病に起因したもの

とみることはできないと判断した処置は正当であ

る。 (93ヌ615η

中学校の教師である故人は持病である糖尿病と

その合併症である冠状動脈硬化と狭窄症により死

亡したものと言え、その発病が公務に起因したもの

だと認められる何の主張、立証がなく、公務遂行中

の疲労が重なって故人の持病を悪化させたとする

のはむずかしい。 (93ヌ615η

腎臓がんはまだその原因が明らかになっていな

く…、故人の過労が腎臓がんなどを発病ないし急速

に悪化させ、彼の生命を短縮させたとみるには不足

しており、またー醐甘に「過労が疾病の発生と悪化

のひとつの原因になりえて、故人力宝業務遂行逸品呈で

過労をした J と言って、す寸に彼の腎臓がんなどに

よる死亡が過労と因果関係があるとも推定しにく

い。 (鉛ヌ1明日41)

園

調弟尭と企業
金鎮国

(1 ) 問題提超

過労死というのは厳密に言えば、労働者が業務上

過労に起因し「死亡」に至る場合に限定した意味で、

実務上では業務上過労に起因し労働者に発生した

「疾病」および「身体障害」の場合にも、死亡に至

る場合と同様の問題が発生するので、ここでは論議

の便宜上これを包括する概念として過労死を使用

することにする。

ところで、今まて切過労死に関する問題は、主に

労働部に対して産業災害補償保険法上の療養給付、

休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭料などの諦古

付を請求し、上の獅胞の「業務上災害」に認定さ

れるための努力に重点、を置いてきた。"

もちろん、産災申請つまり、労働部に対する産災

保険の調合付を求めるのは災害にあった労働者お

よび遺族が持っている重要な権利行使のひとつと

して、 jjrJ途の費用がかからず、申請手続きも衛便で、

当事者が簡単に利用できるために好まれてきた。そ

して、労働部で業務上災害と認定されない場合に

は、産業災害補償保険審議委員会の再審査手続を経

た後、裁判所に行政訴訟を通じて業務上災害と認定

される手続をとるが、現在、過労死に対する裁判所

の態度が労働部に比べて相対的にましな傾向にあ

り、訴訟過程でも業務お品労であったという事実に

対する立証と、過労と死因についての因果関係に対

する包括的立証で充分であるために、実務者の間で

もこのような手続きが好まれてきたのは事実であ

る。

しかし、いままで過労死に関する問題が過剰に産

災申請にのみ傾いてきた面があり、これは当事者に

対する実質的生活保障と過労死の究極的解決とい

う点と関連して問題と言わざるを得ない。

なぜならば、民事上損害賠償請求をする場合に

は、当事者に発生した全損害に対L賠償することに

比べ、産災保険法土保険給付の内容は、法的に限定

されておりぺ災害にあった労働者と遺族の実質的

な生活補償には不十分で、とくに災害にあった労働

者の年齢に関係なれ両ーの平均賃金の労働者に同

ーの保闘合付が郊古されるのは、法理上からも問題

である。

このために、一般産災事故の場合、その要件に該

当する産災保険給付請求とは別途に、民事上損害賠

償請求を提起するのが大部分であり、実務上も産災

事故による損害賠償訴訟は、交通事故による損害賠

償苦訟とともに訴訟賠償訴訟の中心をなしている。

そして何よりも大きな問題は、労働部に産災申請

して業務上災害と認定され、産災補償金を受領する

だけでは、決して過労死が頻発する環境を変えられ

ないのである。

なぜならば、脳 e¥臓疾患の発病および脳心臓疾患

による死亡で、これを過労死わまり業務上災害)と

認定する幅を徐守に広げている裁判所の傾向に背

く労働部は、いまだに過労死の業務上災害認定をし
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県顕覆震き雰塁塁歪孟ぷ三ぷ

ぶっている。この態度は、過労死させた企業(使用

者淑自に免罪符を与える結果になる。そしていった

ん労働部から業務上災害と認定されない場合、企業

側は自分の免責を主張するだけでなく、自分の行為

に対する正当性付与とみて、過労死を誘発する企業

環境(つまり労働条件や健康管理体制)に対し何ら

考慮しない。結局、これは新たな過労死を継続して

誘発する結果を招来するのである。

万一、災害にあった労働者と遺族が企業側に、積

極的に民刑事上の責任を追求した結果、企業側の民

事上責任訴訟賠償>が認定されるならば、企業とし

ては直接財政的な負担になる。とくに刑事上の責任

FJ罰)が認定される場合の企業側の負担を考えれ

ば、過労死を誘発する企業環境の変化に努力するの

であり、結局これは過労死を減少させる結果をもた

らすのである。
したがって、過労死の防止という観点からも、こ

れからは労働部に対する産災申請と同時に、企業責

任の直接追求を重視すべきで、そのために企業責任

追求の理論を忠実に整備し実践を継続する必要が

ある。

(2 )企業責任を問わなければな告ない理誼的根組

上で指摘したように実務的な理由以外にも、過労

死で企業側に直接民刑事上の責任を追求しなけれ

ばならない根本的な理論的根拠は、過労死は基本的

に企業側の過失に起因するもので、宣接的な加害者

である企業が自分の加害行為について責任をとる

のが正義観念にも合致するものである。実務上で

も、このような理論的根拠を土台に企業側に民刑事

上責任を追求するうえで、企業側の過失に対する理

論を構成している。
過労死を誘発する企業の加智子為と関連して、基

本的に次の2点在指摘できる。

最初に指摘する点は、過重な業務量に起因する長

時間労働である。

過労死事件を調査してみるとその大部分は、災害

発生悩心臓疾患の抱育または脳心臓民患による死

亡)摘に、長時間労働したことがわかる。もちろん

今日の長時間労働は、奴隷樹社会のように足かせを

はめたまま強制労働するのではなく、初期資本主義

社会のように、暴力的な監視のもとで働くのでもな

い。どこまでも労働者個々人の決定によってなされ

るものである。とくに事務職労働者の大多数は、職

場の上司由主個別具体的に業務命令を出さず、表面上

は労働者が自発的に残業する形態が多い。しかし、

実際に労働者は物理的な束縛はなくても、何倍もの

精神的な束縛を受けながら企業生活をおくり、長時

間超過勤務をすることになる。
この精神的な束縛をもたらすのは、基本的に業務

量の過多に起因するが、一人ひとりが企業から付与

される業務量が過剰に多く、とくに営菊舌動の職種

の場合、過当競争のためにその業務量が限りなく増

加し、事務職労働者の過労死を誘発しているtt表的

な例である。実際に、残業に対する代価取得を目的

にし、無理に長時間労働を遂行していて過労死する

のはそれほど多くない。結局、経済的理由は動機の

一部にはなっても主要なものではない。

つまり、このような長時間労働の最大原因は、業

務量の過多で、労働者は企業支配下で過重な業務を

遂行しなければならない立場から、どうしようもな

く過労になる。このような状況を誘発した労働環境

がまさに企業の加者守為に当たる。したがって誰よ

りもまず企業側が過労死に対する責任を負担しな

ければならないのである。

第2fJ)点は、労働者の健康に対する企業側の無関

心・無配慮である。
過労死事例を調査すれば、定期健康診断すら実施

しない場合があり、また菊塩してもその結果に対す

る企業の対策がほとんどないのが通常である。たと

えば、過労死の事例中、高血圧の基礎痴荷の場合が

多いが、企業は高血圧を病気とはみないので健康診

断結果、労働者に高血圧が発見されても企業側は業

務上の何らの配慮もしないだけでなく、より過重な

職種への配置転換も平気で行うこともある。まして

既往症や基礎劇青がある労働者は、そのハンディキ

ャップのせいで他の労働者よりも企業に対して弱

い立場にある。ところが企業は、このような立場を

配慮するのでなく、むしろこれを逆利用して飴使

し、健康を致命的に悪化させたりする。これは犯罪

行為と言っても過言ではない。

このような企業側の労働者の健康に対する無関

心・無配慮もやはり、労働者の過労死を誘発する加

重託子為である。このような理由から、直接的な加害

者である企業が原則的に責任を負担しなければな

らない。

にもかかわらず、企業側は労働部から業務上災害

と認定され被害者の労働者や遺族が労働部から産

災補償金を受領すると、これで自分たちの責任が免

賛されたと考える。これでは力口智子為を行った企業

には何んらの負担にならない。結局、 ttRは迂図的

な方法でなく、直接加害者である企業を相手にした

民刑事上の責任追求を通じた過労死の究極的な解

決努力が必要だということである。

(3 )問題点
上記のように、実際的な長所と理論的根拠にもか

かわらず、実務上過労死を理由に企業側に直接民刑

事上の責任を問うことは依然として多くない。法院

の態度も産災補償請求訴訟での業務上災害認定と

は違い、民事上損害賠償請求訴訟での企業側の訴訟

賠償責任は簡単に認定されない傾向にある。

もちろん産災保険請求訴訟での、業務お晶労によ

って脳心臓疾患が発病し死亡に至ったという主張

(つまり過労死だとの主張)に対し、過去に比べ徐々

に認定範囲と繕が拡大されてはいるが、まだ簡単に

受理されない状況だ。とくに他の一般産災事故と違

い過労死の場合は、業務品晶労と災害発生傍病、

死亡)との因果関係を立証するのがたいへんむずか

しい。その上、企業側に直接民刑事土の責任を問う

ためには、業務お晶労と災害発生との因果関係に対

する立証はもちろん、災害発生において企業側の過

失まで立証するのが簡単でない。結局、企業"に対

する民刑事上の責任追求に関する理論が充分に整

備されていないことに起因すると言えるだろう。

したがって、以下ではこのような実務上の問題点

在克服するための方案を矯じるための試論的な問

題提起を試みる。

(1 ) 過労死によ奇損害賠慣賓缶詰の構成

A 一般的に労働者が産災にあい、産災保険法上の

諸給付を受け、これと別途に企業を相手に損害賠

償責任請求を行う場合、各事案によって 般不法

行為責任、使用者責任、工作物の設置保存の不備

による責任など、民法第7ま駒l下の不法行為規

定を根拠に損害賠償請求を行う。"

企業側に過労死による民事請求を求めるのは、

結局、過労死で労働者に発生した経済的、精神的

損害に対し、民事上損害賠t館育求を行うことだ

が、この基本的な枠は、一般的な産災事故による

損害賠償請求訴訟と違わない。したがって一般的

な産災事故に対する訴訟賠償請求訴訟での諸論

点は、大部分、過労死による訴訟賠償請詐訴訟に

おいても同一である。

自 民法第7医療によれば、抗意または過失による

違法行為によって他人に損害を加えた者は、その

損害を賠償する責任がある、と規定している。つ

まり不法行為による損害賠償請求を行うための

要件として迂加害者の故意または過失、@加害

者の責任能力、働日智子為の違法性、④加智子為

による損害発生の4つの要件が必要だとみる。.,

ところで、産災による損害賠償請求訴訟の場合、

実務上主に問題になるのは、①加害者の過失、つま

り「企業の過失」と、勘E害行為による損害発生、

つまり「因陳関係、」の問題だが、これは次のような

理由に起因する。

①加害者の故意、過失は

故意とは「一定の結果が発生することを知りなが

ら、敢えてこれを行う心理状態」を言い、過失とは

「一定の結果が発生することを知っておかなければ

ならないにもかかわらず不注意、つまり也意を怠っ

たために、それを知らずにある行為をなす心理状

態」を言う。ところで問題は、過失は一定の基準が

定められているのではなく、具体的な状況によって

変わり、加害者の故意、過失の立証責任が、被害者

側にあることである。故意による産災事故の発生の

場合は、不抜行為を構成する土で別段問題にならな

いが、過失による産災事故の場合、いったいどんな

場合に過失であるとできるのかは問題だと言わざ

るを得ない。産災事故による訴訟賠償請求訴訟の核

心は、まさに使用者の過失をどのように構成するの
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かという点であり、産災による損害賠償請求訴訟の

大;部分は、この部分の立証が中心である。実務上も

企業の過失の内容は、産災誘発を回避するための注

意義務を、企業が怠り、過失として産災が発生した

ので、これに対する責任があるという体制で構成さ

れている。

②加害者の責任能力は
責任能力とは「責任在認識できる能力」を意味し、

未成年者と心神喪失者など特別な例外在除いては

別段の問題がなく、産災では特別に問題になる劃牛

ではない。

③加害行為の違法性l志
違法とは文字どおり、法または法秩序に違反する

ことであり、ここで法は司法的、刑法的、行政法規

など実走法規の違反がある場合だけでなく、いわゆ

る善良な風俗その他社会秩序も実定法規とともに

違法性を判断する重要な要素になる。ところで、理

論上では上記のように違法性の要件を別途に分離

してみても実務上では:i)故意の過失要件と総合し

判断する。

④ 加害行為による損害賠償
業務と災害発生との因果関係の問題として、すで

に上でも指摘したように、とくに過労死による損害

賠償請求訴訟で立証上の困難さが多い重要な陪題

である。
労働者が産災にあった場合に、労働部を相手に産

災保険法上の産災給与を請求するほかに、企業を相

手に民法と損害賠償請求をするためには、上の民法

7ま奈の要件に該当しなければならないが、このと

き問題の核心は、どのような場合にどのような過失

があるとみるのかの点と、業務と災害発生との因果

関係の問題である。
したがって、以下て'はとくに逝労死でいったいど

んな場合に、金業側に損害賠償請求を問う要件とし

ての過失があったと認定てーきるのか、という点在中

心にみてみる。信量務と災害発生との因果関係問題

については、産災保健請求訴訟での業務上災害認定

問題と関連する問題のために、ここでは損害賠償訴

訟で問題になる点のみ簡単に指摘することにす

ιιιιι
る。)

(2) 過労死民事損害踏償訴訟での禦務と災害発生

との因果関係

過労死による民事上損害賠償訴訟でも過労死と

認定されるためには、なによりもまず業務(iE確に

表現すると業務上過労)と災害発生(発病または死

亡)との因果関係が認定されなければならない。

すでに指摘したように、今までは主に労働部に対

する産災保険法上の諾給付請求、そして行政訴訟で

過労死の業務と災害発生との因果関係論が問題に

なってきた。このような論議は過労死による民事損

害賠償訴訟でも同じく適用されると言えるだろう。

ところが労働部は産災認定を容易に認定したく

ない立場から、業務と災害発生との相当因果関係の

必妻性を前提にして、その因果関係が存在するため

の要件として、非常に狭い認定基準を作り認定業務
を鎖7してきた。これに対して現行裁判所の判例が

労働部の決定に比べて、広く認定する傾向があるに

はある。
これについで産災認定を広げようとする立場か

ら、産災補償制度で「業務上」判断は、損害賠償責

任のように、行為と損害関の「ヰ目当因果関係」在考

えるのではなく、業務と発病との間の「合理的な関

連性」があればよいとの見解が有力に主張されてい
る。目)

過労死による民事損害賠償請求訴訟での業務と

災害発生聞の相当因果関係に隠する問題は、産災保

険請求訴訟での論議と同じである。ただし、問題は

裁事! J J i 1 iの判例が産災保険請求訴訟とは違って、損害

賠償請求訴訟ではこれを相当厳格に要求しており、

問題と言わざるを得ない。

つまり、「原告が議政府地方労働事野庁所長を相

手に、遺族補償支給請求否決処分取り消し訴訟を起

こした。その判決で被害者古昔、業務上平素から累積

された疲労状態でパスを運転していて心臓麻揮を

起こし死亡したもの、と産災補償保険法上の業務上

事由による死亡と認定された。これは上の法所F庁定の

業務と災害なのかどうかの判断であるだけで、不法

行為しい、泊古か苫んの側面からみるとき、疲労それ自体が直

接的な死亡原因になつたか

死亡に至つたとみれず、別にこれを認定する証拠が

ないので被告にどにような不法行為責任があると

認定できないηとし、産災保険法上業務と死亡聞の

因果関係を認定し業務上災害と判定したにも関わ

らず、損害賠償請求訴訟で因果関係を否定した事例

がある。

結局、問題は相当因果関係の認定での基準である

が、次のような理論補完が必要だとみる。

第1に、業務が発病に対し唯一の原因である必要

はなく、原因のひとつつならば因果関係を認定す

る。

第2に、基礎痴青および既往症があっても、業務

がその基礎疾病既往症を誘発または悪化させた場

合は、相当因果関係を認定する。

第3に、業務が鶏青原因のひとつに認定されるた

めに、自然科学的な医学的証明ゆ必要でなく、事案

の性質上医学的な知識がある程度必要としても、業

務の過重性をはじめ一切の諸事情を考慮し法律的

に蓋然性を判断すればよい。

第4に、形詣市理的には業務と発病問の因果関係

は企業Hの注意義務の寄否と別問題だが、企業の注意

義務違反古f重大な内容になり、通常そのような義務

違反があれば、労働者の健康が悪化する憂慮が大き

い場合、業務と発病問の相当因果関係は原則的に認

定して当然である。

第 5fこ、労働部の業務上災害認定基準は、どこま

でも産災倒険金支給の有無を決定するた位のもの

で、したがって民事責任で因果関係の認定基準にな

ってはならない。

(3 )過労死民事損害賠償訴訟での企業の過失と榎

拠

A 基本的な構成

過労死で企業側の過失(つまり注意義務)は、基本

的に過重な労働による過労の結果として、労働者が

脳心蟻疾患など、過労性疾病にり患しないよう注意

する義務があるにもかかわらず、企業がこれを怠つ

可

た過失である。 . ,

その具体的な内容として、労働条件 d i'fO)
と健康管理に関するものに分ければ下記のとおり

だが、このような内容はすでに第1意で指摘したよ

うな過労死に対し、直接企業側に損害賠償訴訟をし

なければならない理論的根拠に見合うもので、企業

側に次のような義務違反事実が認定されれば、過失

があるとみるべきである。

第lに、企業としては労働負荷が過重にならない

よう、日常的に労働者の労働操件について配慮する

注意義務があるといえる。

すなわち、健康を筈する憂慮がある残業、長時閣

労働をしないようにすること。休暇、休日を定期的

に与えること、深夜、不規則勤務の場合は、労働時

間と休日を厳格に守ること、各人の業務量が過重に

ならないよう業務量の調整と人員配置を適切にす

ること、事務自動化機などを使用する職種では、そ

の労働環境を整備するのはもちろん、機械使用によ

る疲労を充分に配慮し、労働時簡を設定すること、

職場に休憩室などを設置すること。出張時はそれに

伴う疲労を充分に考慮し、労働時間、休日などを設

定すること。とくに海外出張については時差、気候

差を配慮すること、その他諸職種に従って生じる労

働条件などが、労働者の健康を保存・維持するため

に企業が負担する労働条件に関する注意義務の対
象になる。また残業拒否や休暇取得を理由に不荊J益

扱いをしないことなどの労務管理もその対象であ

り、基持古を下げ残業を助長する賃金体系も場合に

よっては義務違反になることがある。

第2に、企業としては充分な健康管理体系を持っ

て、労働者の健康状態の把握に努力し、脳心臓疾患

などの過労性痴宵の予防、早期発見の努力しなけれ

ばならない。

採用時の健康診断をはじめ、定期に適切な健康診

断を実施し労働者の健康状態を把握すること、痴青

の疑いがあるときまたはその憂慮があるときは、労

働軽減をはじめ、適切な措置を講じること、これを

追街するために専門家を含めた体制を作ること、産

業安全教育を職場で徹底すること。とくに量礎痴荷

既往症がある労働者についてはその健康管理に万
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全を期すこと、その他法規で規定していることはも

ちろん、職種によって具体的な体制と措置を行わな

ければならないなど、これらはすべて労働者の健康

を保孝し維持し過労死を予防するために企業が負

担する労働者健康管理に関する注意義務の対象に

なる。
この義務内容断圭述するように、労働関係各法規

の規定などによってより具体化できる。

日 基礎疾病、既往症がある場合

脳心隠滅患で倒れた人の場合、程度の差はあって

も高血圧濯、狭J己濯、糖尿症、聴息などの基礎疾病

および既往症を持っている場合が多い。基礎痴宵既

往症を持っている患者について企業は、過労によっ

てその症状が悪化しないよう注意する義務がある。

これらの場合を整理してみると、

①基礎疾病、既往症の存在を企業力潤っていた場

合
おおかたの基礎疾病、既往症は健康診断その他の

樹嘩で、企業側でも知っていたにもかかわらず適切

な配慮をせず、結局労働者を死に至らす場合が多

い。この場合、基礎痴甫既往症の存在は企業責任を

免罪するのでなく、むしろ企業責任を明確にするも

のである。

②基鐙疾病、既往症の存在を企業が知っていなか

った場合

過労死の企業責任を闘ううえで、企業側は災害に

あった労働者の基礎劇青および既往症を知ってい

なかったと反論する場合が多い。実際には、企業側

は上司や人事担当者がこれを知っていたにもかか

わらず、責任回避のために否認する場合が多い。万

ー知っていなかったとしても、過失がある場合(fJ1J
えば採用時、健康診断、定期健康診断を実施しない

場合)には在意義務違反で企業責任があると言える

だろう。また、主劃麹知育として確実に診断されなく

ても頭痛、胸痛など体調が悪いと労働者が訴えたの

に、上司が必要な配慮をしなかった場合には、やは

り注意義務違反で企業責任があるとみるべきであ

る。

実際に、実務上はむしろ基礎疾病や既往症がある

労働者の事業で、企業側の注意義務違反を理由にし

た損害賠償責任を認定されるのが簡単なことが逆

説的な現実である。なぜならば、実療に過労死の場

合、業務と知育聞の因果関係を認定されるのが容易

でないが(とくに特別な原因がわからない青壮年急

死症候群と称される場合一層そうであるトこれに

比べ基礎疾病や既往症がある場合には、因果関係を

認定されるのが有利な面があるためである。

③ 労働関係各法規との関係

わが国には労働者の労働条件および健康管理に

関する勤労基準法、産業安全保健法をはじめ、さま

ざまな施行令、施行規則などが多数制定されてい

る。

もちろんこのような法律規定は、本来企業が最低

限遵守しなければならないもので、これすらも守ら

れないのは企業め注意義務違反の重要な内容を構

成するものになる。すなわちこのような労働関係諸

法律の各規定は、そのまま企業の労働者に対する司

法上の義務の具体的内容になると解釈でき、企業に

対する不法行為責任を認定するうえで、このような

注意義務違反は企業の過失および違法性を判断す

る根拠になる重要な役割を担当する。

ところが、勤労基準法や産業安全保錯去のどこま

でも最低条件を定めたものであるために、万一これ

らの法規を守ったとして必要な注意義務を全うし

たことにはならない。事案によってはこのような法

規を遵守したとしても注意義務違反を認定できる

のである。

イ総論規定

産業安全保健法第捺停業主の義務):事業主は

この法とこの法による命令で定める産業災害予防

のための基準を遵守しなければならず、労働条件の

改善を通じ適切なf午業環境を作ることで、労働者の

生命保存と安全および保健在維持増進するようし

なければならず、国家て・施行する産業災害予防施策

に従わなければならない。

ロ労働時間に関する規定

一労働時間および延長労働時間の限界働労基準法

第42'条): 1日瞬間、 1逓間4411寺潤魁且禁止、労働

者の合意によって1還に12)時間限度の延長労働

1噛以下未成年労働者の労働時間規制働労基準

法第55'条): 1日時間、五園間4掠間超過禁止

一女子と1噛以下未成年労働者の夜間労働禁止お

よぴ時間外労働禁止働労基準法第 56 57'条) :午
後1暗から午前暗まで労働禁止、 1日持閥、調

時間、 1年1ま跨簡を超過する附間外労働禁止

ハ休憩、休日、休眠に関する規定

一休憩時間働労基準法第4 4条)・労働時間嶋聞の

場合掛以上、時閣の場合1持間以土

一休日働労基準法第4fe呆):掴聞に平均l@以上

一休暇働労基準法第47、誕百長) :月次、年次休暇

ニ健康診断に関する規定

一健康診断実施に関する規定優業安全保健法第4 3

条、同施行規則第鑓条):採用時健康診断、 般

健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断

ー採用時健康診断の実施時期健業安全保健法第 4 3

条、同施行規則第寝耳長第1項)・労働者採用時作業

配譲前健康診断実施

一般定期健康診断実施時期健業安全保健法第4 3

条、同施行規則第a'l長第頭):事務職労働者は2

年に1園、その他の労働者はエ年に1回

一特殊健康診断実施時期優業安全保健法第4謀、

同施行規則第寝耳長第噸):特殊作業従事者は採

用時、業務配置転換時、 6月に1周

一定期健康診断結果報告義務鑑業安全保健法第4 3

条第調):事業主は定期健康委診断を実施した

ときはその結果を滞りなく労働者に通知し労働

部長官に報告しなければならない。

定期健康診断結果にしたがって労働者の健康を

維持するための措置を講じる義務纏業安全保健

法第ど深第4項):事業主は第1項の規定による健

康診断結果と労働者の健康を維持するために必

要と認定するときは作業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮および作業環境測定の実施、

施設設備の設置または改善その他適切な措置を

とらなければならない。

ホ作業現境測定および安全保健教育に闘す吾規

定

一寸信襲環境調定億業安全保健法第必謀、向施行規

則第民保):有害危険作業場の作業環境測定、そ

の結果の記録、保全、報告義務および施設改善義
務

一安全保健教育纏業安全保健法第31条、同施行規

~li.第33'条) :採用時、作業内容変更時安全教育実

施、有害危険作業実施時特別教育実施

へ安全保健管理体制に関する規定

ーイ全業場の安全智里保健管理体制の明確化日産業安

全保健法第13i荘、 1 4条) :安全保健管理責任者、

管理監督者制度

→乍業場に安全管理専門家設置健業安全保健法第

1"条、 16条、 1禄):安全管理者、保健管理者、

作業の選任

イ学業場の安全保健に対する調査審議する機関の

設置。窒業安全保健法第1操):産業安全保健委
員会の設置

卜 その他特別法規定およびILOなど国際的な
諸基準

(4 )その他関週間麹

①企業の発病および死亡に対す吾予見可能性と

関連して

過労死による企業に対する損害賠償責任訴訟で、

業務と死亡との聞に因果関係があり、また食業側に

注意義務違反があったことを認定しでも死亡への

予見可能性の欠如を理由に請求を棄却できるのか

という点が問題である。

これと関連して「死亡する前に継続し延長勤務と

休日勤務し、きタ少過労したのは事実だが、これを被

告会社の強要のあまりどうしようもなく応えたと

みるのは困難で、むしろ自分の業務を誠実に遂行し

責任を完遂するために進んで応えたとみられ、営業

社員の業務はその性質上ひどい肉体労働を要する

のでないだけでなく、上の死亡者の担当業務が別の

営業社員に比べ、特別に過重なことでもないために

被告会社としては平素健康だったよの死亡者が過

労によって急に死亡することを予見したり、または
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予見できたとみるのは困難で、別にこれを認定する

証拠がない。さらには死亡原因の急性』己、不全の発病

原因が明かされない以上、この事件で上の死亡者の

上の認定の過労と死亡という結果関に相当因果関

連があると断定するのもむずかしい。 J. ,としなが

ら、予見可能性と関連した言及した判例があるには

あるが、これは過労と死亡問の相当因果関係を認定

せずに予見可能性いかんに関しても判断したもの

で、法院Hの正確な立場をまだ知ることはできない。

しかし、現在過労とストレスが各種の心臓病、脳

卒中症の発病原因だとするのは医学界でも反復し

て指摘されており、最近過労死が漸次社会問題化さ

れマスコミなどを通じ多く知られ、過労死という言

葉を知らない企業経営者はほとんどいないだろう。

このような社会雰囲気で企業が過労で死ぬことを

予想できなかったと逃避することは許されないと

考える。

したがって過労死が発生した場合、特別の事情を

除外して、企業の予見可能性が推定されるとすべき

である。

法律上厳格に言えば、死亡の結果の予見可能性ま

でも必要でなく、過労による発病の予見可能性で足

るとみる。

②過失相殺と関連じて

一方、過労死による企業の損害賠償賓任を認定し

ながら、同時に労働者側に過失を認定し過失相殺で

きるだろうか、そして過失相殺で考慮する要素は何

かという点が問題になる。

勤労基準法に制定された基準以上の過度な時間

を勤務させた疲労で失明した場合、会社は労働者に

損害を賠償する責任があるが、労働者としては過度

な時間勤務をしないよう、作業員の多数配置の要求

とか、自らの健康を守れなかったことを過失とし、

その過失比率をf.O%と認定した事例がある。同

しかし、これは過労による企業の損害賠償責任を

認定した点では意味があるが、過失比率の面て労働

者がそのような要求を簡単にできる雰囲気でない

のが問題で、過失を過度に認定した点は問題であ

る。

(5 )慣務不履行に基づく損害賠償費任追及と関連

じて

① 問題提起
上でみたように、一般的に労働者が産災にあい、

産業災害補償法上の産災給付をうけ、これとは別途

に企業を相手に一般不法行為責任、使用者責任、工

作物の設置保存の不備による責任など、民法第7印

条以下の不法行為規定を根拠に損害賠償請求する

のが通常の例である。

ところが、一般的な不法行為と違って伊Iえば、

交遂事故の場合沸働者と使用者聞には、雇用や等

級などの契約関係その他の特別な法律関係が形成

されている場合が多い。この場合、使用者は産災事

故に関し、民法第7ま漁以下の不法行為責任と、 jjrJ

途に上の法律関係に基づき労働者が産災による被

害を受けないように諾措置を取る義務の点が問題

になる。すなわち使用者は産災から労働者を保護し

その安全を配慮すべき義務があるのでないのかと

いう点とこんな義務違反を労働者に対する債務不

履行とみて、これを根拠に損害賠償請求できないの

かという点である。

とくに日本で論議されてきたが、日本の判例上で

も本格的に認定されており、使用者の労働者に対す

る義務を安全配慮義務と称している。多くの産災関

連損害賠償訴訟の構成を使用者の安全配慮義務違

反にともなう債務不履行に基づく訴訟賠償請求で

構成し認定されており、さらには別の領域でもこれ

を拡張適用しようとの試みが続けられている。u)

ところで、いったいこのような安全配慮義務をわ

が国でも認定できるのか、そして産災事故による使

用者側に損害賠償請求をするのに民法7日深所定の

不法行為に基づく損害賠償請求ではなく、債務不履

行に基づく損害賠償請求で構成するのが理論上可

能なのか、および究極的に産災事故(とくに過労死

の場合)による損害賠償請求について債務不履行に

よる損害賠償請求として請求する実益は何なのか、

どんな問題があるのかという点である。 a,

②安全配慮義務の内容および債務不履行に基づ

く損倍賠償請求の構成

日本の判例でも従来、産災損害賠償訴訟は、不法

行為責任で処理されてきたが、即日年代以後、これ

を債務不履行責任として処理される傾向古宮下級審

判決であらわれはじめてきた。 1975.52議量高裁判

所判決で、安全配慮義務を認定し債務不履行責任で

処理するのが妥当だとの判決が出され、現往日本民

事法典にはこれに関する明文規定が穿在しないに

もかかわらず、判例によって形成された義務として

日本の損害賠償法上確固と定着している。

上の、最高裁判所判決は、車両を整備していた自

衛隊員が、別の隊員が運転する大型車にひかれ即死

した事故力宅建生したが、遺族はこの事故が起きて約

生年後に国家を栢手に損害賠償請求の訴を提起し

た。原審は、不議託子為に基づく請求については消滅

時効を理由に、そして安全配慮義務違反に基づく請

求については、公務員の勤務関係は特別権力関係と

して、国家はこのような義務を負わないとの理由で

請求を棄却したが、日本の最高裁判所は次のような

理由から原審を破棄した事案である。

すなわち、「園家は公務員に対し国家が公務遂行
のために設置する場所、施設または器具などの設置

管理または公務員が国家や上司の指示に基づいて

遂行する公務の管理で、公務員の生命および健康を

危j険を危険から保護するよう配慮する義務佼全配

慮義務)を負担している。…安全配慮義務の具体的

な内容は、公務員の職種地位および安全配慮義務が

問題になる具体的な状況などによって変わらなけ

ればならない。・・安全配慮義務は、どんな法律関係

に基づいて特別な社会的接触の関係にある当事者

間で当該法律関係の付随義務として、当事者の一方

または双方が相手方に対して信義則上負担する義

務として、一般的に認定されなければならないもの

として国家と公務員の聞でも特別に別途解釈しな

ければならない論拠はない。」凶

結論的に安全配慮義務の穿在を認定し、債務不履
行(すなわち安全配慮義務違反)に基づく損害賠償

請求権の消滅時効期間は、日本民法第 167;条第l項

縛国民法第四条第頭に対応する規定)によって

1咋以下と判示した。

一方、宿直勤務中の労働者が窃盗の目的で侵入し
てきた前従業員に殺害された事故に関して、遺族が

会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求し

た事案で、日本の最高裁判所は、次のような理由で

会社の安全配慮義務違反を認定し、請求を引用した

原審判決を是認した。すなわち「雇用契約で通常の

場合、労働者は使用者古指定した場所に配置され、

使用者が供給する設備、器具などを使用し労務の提

供を行うことで、使用者は報酬刃古義務に限定せず

労働者が労務提供のために設置する場所設備また

は器具を使用したり、または使用者の指示にもとづ

いて労務を提供する過程てそ労働者の生命および身

体などを危険から保護するよう配慮すべき義務佼

全配慮義務)を負担しているものと解釈するのが相

当」叫である。使用者の上の安全配慮義務の具体

的な内容は、労働者の職種、労働提供、労働提供場

所など安全配慮義務が問題になる具体的な状況に

したがって違ってくるという。

したがって、万一使用者がこのような安全配慮義

務を違反し、産災が発生した場合は、義務違反を理

由に債務不履行に基づく損害賠償請求を認定しな

ければならないのである。

③長短点

ところが問題は、産災事故による損害賠償責任を

伝統的な不法行為責任として構成せず、あくまで安

全配慮義務違反という概念を新たに構成し、債務不

履行に基づく損害賠償責任として構成する実益は

なにかという点である。

最初に指摘すべき点は、消滅時効と関連してもっ

とも大きな実益があることである。つまり、不法行

為による損害賠償請求の時効は、被害者やその法定

代理人がその損害および加害者を知った白から3

年、不法行為をした白から1 0年俣法滞取渓)なの

に比べ、債務不履行に基づく損害賠償請求の時効

は、一般債権と同じで1 0年俣法第162;長第1項)であ

る。実際に災害にあった労働者や遺族は産災にあっ

た場合、いったん労働部に業務上災害申請鑑災保

険法との輯古付請求)をするが、万一労働部でこれ

を受けつけない場合、前審手続きを経て行B訴訟に

まで至るので、最終結論に行き着くまで相当な時間

力新要され、結局鮮は優に過ぎてしまう。したが

って、業務上災害いかんに対する判定が出た後、再

び企業を相手に損害賠償請持軍訟をするうえで、時

効が問題になる場合が発生するのであり、このとき

不法行為でなく債務不履行による損害賠償請求訴

訟の実益は明確である。
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一方、元来日本で債務不履行に基づく損害賠償責

任論の構成は、消滅時効の問題とともに、立証責任

の緩和と関連して論議された。ところが、不法行為

に基づく損害賠償責任をただすためには、その損害

賠償を請求する者(被害者)が相手方的旧害者)の過

失に対する立証責任があるのに比べ、債務不履行に

関する侵務者側害者に対応)にあるが、給付の不完

全に関しては債権者俄害者に対応)が立証責任を

負担するので、債務の不完全履行坤において給付

の不完全とするためには注意義務違反を立証しな

ければならず、したがって給付不完全と帰責事由の

証明は紙切れ一枚の差として結局立証責任で不法

行為と債務不履行はほとんど差がなく、実務上も別

段大きな差はないという。

そして、債務不断子に基づく損害賠償責任を構成

するうえで、低度級の場合理論構成、履行補助者の

場合、過失相殺可能のいかん、遅延損害金の発生時

期に関する問題、消滅時効の起算点に関する問題、

消滅時効期間の問題などと関連してむずかしい問

題古ま発生し、とくに履行補助者による加害の場合の

責任問題と遺族固有の慰謝料請求権を認定するの

かという問題および損害賠償債務が遅滞する時期

などと関連しては不法行為に基づく損害賠償責任

で構成する場合より不利益な結果を発生しうると

いう指摘がある。'"

④わが国に導入可能なのかいかんおよび実益

わが国隣国)においても雇用契約上、付随的義務

または信義則上の義務として、使用者に労働者に対

する保護義務僚全配慮義務)がある点については

巽論はない。そして、不法行為に基づく損害賠償請

求と契約責任不履行、つまり、債務不履行に基づく

損害賠償請求は両立でき、被害者(または債権者)

は、その選択にしたがって加害者である債務者に対

し契約責任をただしたり、不法行為責任を問うこと

ができるとみる請求権競合説が多数説と判例であ

る。
したがって、理論上の企業の安全配慮義務違反に

起因する債務不履行に基づく損害賠償請求は可能

だとみる。
だとするならば、問題の核心は既穿の不法行為に

基づく損害賠償請求と比較して、債務不履行に基づ

く損害賠償請求がどれほど実益があるのかという

点である。
ところが、上で見てみたように、実際時効問題を

除外しては大きな実益がなく、ときにはむしろ不利

な問題が発生する可能性があるという主張があり

問、わが国の不法行為規定は日本の不法行為規定

と違って、権利侵害を要件にせず、そのかわりに違

法性という包括的な概念を導入しているが、あえて

安全配慮義務違反という付随義務を構成して損害

賠償責任を構成する必要があるのかという主張も

ある。,,'

しかし、にもかかわらず請求権競合説の観点から

当事者にF溢になる方向で、場合によっては不法行

為に基づく損害賠償請求および債務不履行に基づ

く損害賠償請求を選択できるようにするのが妥当

とみる。
日本でこのような論議の出発になった最初の最

高裁判所判例前述した隆之自衛隊八戸駐屯地車両

災害事件)がまさに時効の問題を解決するために出

発した点に照らしてみるとき、依然意味があるとみ

る。
とくに過労死によって企業側に民事上損害賠償

責任を構成する上では、過労死の発生と関連して企

業側の不法行為を構成するのが困難な点が予見さ

れるが、この時労働条件調整および健康配慮という

側面から企業側の労働者の健康に対する安全配慮

義務を構成することは、実際にも実益があるとみ

る。

(1 ) 問題提起

現在、わが国には産災と関連して労働者の労働条

件に関する基本法として、勤労基準法と産災発生を

防止するための行政法規として産業安全保偉法が

あるが、実際上の法によって防止効果が有効に機能

するのカ療関だが、上の法は刑罰による防止措置の

実効性を期するために罰則規定を置いている。

したがって産災が発生した場合、企業に対する刑

事責任追求は、まず勤労基準法および産業安全保健

法違反罪として処罰し、二次的に主に刑罰上、業務

と過失致傷罪で処罰することによって刑事上事後

的抑止策を講じる体制をとっている。すなわち、勤

労基準法およて壇業安全保健法は、行政法規によっ

て事前規制として作用し、刑罰は結果犯として事後

処罰対象になる。

ところが、産災事件力嘆綴幻晶失致傷事件として

起訴される場合にも、おおよそ現場の下級監督者が

起訴され、それも罰金刑が大部分で、管理者の刑事

責任は認定される場合が多くなかった。しかし産災

防止措置は、企業の経営責任者が講じなければなら

ず、産災発生の構造も産業構造の変化によって変わ

るために、企業議邸量体の有機的活動によって発生す

る産災は、安全管理責任を援当する経営責任者、管

理者まで刑事責任追求の対象として拡大しなけれ

lまならない。'"

このような点は、業務上過労による産災の発生
6晶労死｝の場合にも同じ問題で、以下では過労死と

関連して企業側に刑事責任を追求できる根拠規定
在中心にみてみることにする。

(2 )勤労基準法の刑事責任

すでに上で指摘したように、過労死を誘発するも

っとも大きな要因である過大な業務量に起因する

長待問労働の問題である。

ところで、長時間労働を誘発する勤務持宿および

労働条件と関連しては、勤労基準法がこれを規定し

ているが、これを処罰規定と関連してみると次のよ

うである。

一労働時間および延長労働時間の限界動労基準法

第4a条): 1日時間、 1週間441時間超過禁止、労働

者の合意によって1週凶時間限度の延長労働
~1積むL下未成年労働者の労働時間規制G勤労基準

法第55i条)・1日時間、 1週間4鵡間超過禁止

一女子と1輔以下未成年労働者の夜勤禁止および

時間外労働禁止働労基準法第民謀、 5漆):午後

1暗から午前暗まで労働禁止、 1日焼問、指6

時間、 1年15 ( J !寺闘を超過する時間外勤務禁止

一休憩、時間働労基準法第4繰):労働時間4時間の

場合主扮以上、時間の場合1時間以上

一休日勧労基掛去第4条)・掴聞に平均1回以上

一月次伽毘および年次休E臣働労基準法第4喋、 48

条)・月1 @ Jの有給休日臣、 1年皆勤時10日の有給休

日毘

万一、企業が上の規定を違反するときは、勤労基

準法第u日条頭以下の規定によって懲役、 l!ID.万
ウォン以下の罰金に処することになっている。(た

だし、労働時間休憩時間については第4i条の2、各

号に規定された作業場の場合特例が認定され、第4 8

条の各号の規定された作業場の場合労働時間、休

日、休憩に関する適用除外)

ところで、問題は上の規定の違反時の罰則が事実

上罰金刑の場合が大部分でその実効性に疑問があ
る。

一方、実擦労働時間と帳簿上記載されている労働

時間に差が出る場合に、問題があるが、この場合、

実際労働時間を立証すれば処罰可能だとみれる。

ところが、事務職労働者の場合、時間外勤務備

業)を外形的には、自発的にしている場合が多いが、

この場合、事実上処罰の困難さがある。しかし、こ

の場合でも業務量の過多による自発的時間外勤務

の継続で過労した結果、過労死が発生した場合に

は、与件にしたがっては刑法上業務お晶失致死傷罪

で処罰可能だともみれる。

(3 )産業安全保健法上の刑事責任

一方、過労死を誘発するもうひとつの要因とし

て、企業側の労働者の健康保存および維持に関する

無関心・無配慮を指摘できるが、これに関しては産

業安全保健訟で規定している。

すなわち、産業安全保健法第6穣は、同法錦町深

から明喋まで規定している事業主俣際には当該行

為者)の危険防止措置違反罪を処罰する規定を置い

ており、そして第 71条には、両罰規定を置いており、

産業安全保健法違反罪で該当行為に刑事罰を課す

る以外に事業主の法人に対しても罰金刑を並課で

きるようになっている。

しかし、すでに指摘したように、産業安全保健法

は、産災防止のための行政法規で事前規創を目的に

するものだが、実際には産災が発生した場合にはじ

めて産業安全保健法違反罪として事後に発動して

いるのが現実だ。そして産業安全保健法第議は、

事業主などの責務を定めているが、この規定は単純

な訓辞規定または努力規定にすぎず、違反しても罰
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則適用はない。

いずれにしても、産業安全保健法上の過労死と関

連した処罰規定をみてみると、次のような規定を指

摘できる。

産業安全保健法第2条(安全管理体制)、第 130条、 14

条、 15:条、 1燥によれば、事業主は安全保健管理責

任者、管理監督者、安全管理者、保健管理者などを

置かねばならず、第l喋鐙業保健医院「事業主は

労働者の健康管理その他保健管理者の業務を指導

するために、作業場に産業保健医を置かねばならな

い。ーl産業安全保健法施行令第ま保健業保健医の選

任)第1項では「産業保健医を置かねばならない作業

の種類および規模は、常時労働者白人以とを使用す

る作業で医師でない保健管理者をおく作業場とす

る。」

上の規定の違反持には、罰則として産業安全保健

法第7暁によってまわ万ウォン以下の罰金に処すよ

うになっている。

一方、産業安全保健法第必至長健康診断)第1項「事

業主は定期的に労働者に対する健康診断を実施し

なければならない。労働者を採用するときにも同

じ」。産業安全保健法施行則第箆保健康診断の実施

時期)第1項「事業主は労働者を採用するときには作

業作業を配置する前に採用時、健康診断を実施しな

ければならない。」第頒「事業主は常時使用する労

働者中事務職に従事する労働者については、 2年に

個以と、そ¢他の労働者については1年に1回以上

一般健康診断を実施しなければならない。」

上の規定の違反時には、罰則として産業安全保健

法第ぼ操第1号によって1$>:.(下の懲役、 1,α)()万ウ

ォン以下の罰金に処すようになっている。

ところが、産業安全保踏ま第者保第頒「事業主

は1項の規定によって健康診断保用時の健康診断

を除外する)を実施したときには、その結果を滞り

なく労働者に通知し、労働部長官に報告しなければ

ならない。」第嶺「事業主は第1項の規定による健

康診断結果、労働者の健康を維持するために必要だ

と認定するときには、作業場所の変更、作業の転換、

労働時間の短縮および作業環境部定の実施、施設設

備の設置または改善その他適切な措置をとらねば

ならない。」となっているが、これに対する罰則規

定はなく問題である。

例えば、労働者に対する定期健康診断結果、一定

の症状があらわれでもこれを労働者に通知せず、こ

れに対する何らの配慮もせずに過労のはてに労働

者が過労死した場合、これは実;際的に犯罪行為と変

わらない。しかしこのような場合でも与件によって

は、刑法上業務上過失致死傷罪が適用可能だとみ

る。

(4) 刑法上の刑事資任

刑法2佼深草草務以晶失致死傷罪｝r業務上過失ま

たは重大な過失によって人を死傷に至らしめたる

者は昨以下の懲役、罰金刑に処する」となってい

る。

勤労基準法および産業安全保健法などのような

行政法規による処罰規定が明白になっていない場

合に、一般的に刑法上業務お晶失致死傷を適用して

処罰する。

しかし、産災が発生し入力'9E傷に至る場合(?Eん

だり怪我をした場合)当然、刑事責任を負うのでな

く、当誠子為者はもちろん使用者力支業務上必要な注

意義務を怠ることで、つまり安全管理責任怠慢を理

由に刑事責任を負うのである。

ここで業務というのは、人が社会生活上の地位に

基づいて反復継続して行う事務(または行為)とし

て、それ古松務、私ごと、報酬の有無、生活手段と

しての職業だった営利の目的、または個人的業務、

報酬的な業務などを関わない。

そして、業務ぷ量失は、必要な注意義務を怠るこ

とを言う。ところで、ここでいう注意義務とは、当

該業務者に対して、業務遂行主要求される客観的注

意義務として、具体的な結果を回避するために、個

別的事情にしたがって定められるもので、その範囲

は当該危険作業の性質と具体的事実関係にしたが

って差異がある。実行行為者および業務従事者など

のf主意義務の内容については、法令規則などに明文

規定がなくても、危険1防止のための慣習上、調王宜主

および経験則上必要な全ての注意を行う義務であ

る。

したがって、一定の行為について法律などで要求

する注意義務を完全に履行し、結果発生を認識でき

なかった場合には、その結果発生については過失は

なかったことになる。過失犯で注意義務は結果の与

件可能性と結果の回避可能性を前提にする限り、具

体的にその範囲は制限されざるを得ない。産災でも

危険業務従事者(使用者)について高度の注意義務

があることを一般的前提条件施設にした上、別の人

にも危険防止義務が認定され、その危険行為などの

外部的観点、から「危険が発生するものと推測される

だけの特別な事情」がない限り、業務上の過失責任

古ま否定できるだろう。

このような理論上の難点、があるが、過労死した労

働者とその遺族は積極的に企業の刑事賓任を追求

すべきで、このような努力を通じてより積極的な企

業の過失(注意義務)の解釈拡張が可能で、これは企

業側に過労死を防止するための努力をもたらし、究

極的に過労死問題の解決を望むことができるとみ

る。 田
工) 公務員四場合は公務員年金法所定白給付請求、私立学
校教員の場合は私立学校教員年金法所定の給付請求。

2) たとえば、業務上災害で死亡白場合は、遺族年金また
は平均賃金1,3∞日分相当白遺族補償一時金および平均

賃金1即日分相当申葬祭料を支給し、業務上負傷、疾病、
身体障害の場合は、療養費および平均賃金白皿洗の7 0

に相当する休業給付および障害等級に従う障害補償年

金を支給するだけである。
3) 企業という言葉よりむしろ使用者働労基準法第四
条)または事業主筆業安全保健法第2条)という言葉が
正確な法律用語ではあるが、使用者や事業主とする白は
個人をさす語感があり、法律ごとに使用例が違い、以下
では使用上国便宜四ために一般的に多く使用する企業
という用語在使用する。

4) 民法7 5 0会t般不法行為糞任l- 7 5 5条(使用者責任ト

7盟条(工作物の設置保存の不備による責任)。

5) 郭ユンジク、債権各論、朴ヨンサ、 5 9 3頁以下番照。
8) これに対する日本での論議については、岡村親宜、過

労死と労災補償、労働旬報社、参照。
7) ソウル高等法院 1992.9.16宣告92ナ26262 損害賠
償、原告一白斗男、被告西部旅客株式会社白事牛で、
上回事案は1日1 5時間ずつ月回目働くよう賃金協定が結
ばれているパス会社で、運転手として勤務した労働者が
実際には、朝8時から夜101時半まで1日1 8時間づっ労働

し、とくに死亡する前に継続5日勤務エ回、継続4日勤務
l園、継続3日勤務1固なと、総2日閥、合計3田時闘を
勤務するなど、 3か月間毎月30(煎聞を越える過重な労働

をしてきた。死亡当日l国運行を終え、会社待機室で休
息中突然倒れ 心臓マヒで死tした事件である。

8) これに対する詳細な論拠は川人博、過労死と企業補
償、労働旬報社多照。

9) ソウル地方法院東部支所 1993.9.15宣告白カ合
18曲 8損害賠償、原告ー金ジョンスン、被告ー葬式会社
バロック家具、この事案は会社営業所主任として会社代
理屈に関する取引所管理など、営業全般に関する事務を
担当してきた労働者が退社後家で就寝中急に意識不明
状態におちいり、病院に運ばれる途中死亡し士が、死体
解剖結果、心臓が肥大しており、左側心冠状動脈が硬也
している急性It,¥不全によって急死したものと推定され
るが三心不全在起こした原因は明らかにされない事案で
ある

10) ソウル民事地方法院田カ合8 2国6 1 9 9 1. 11. 12損害
賠償、原告ー黄ホチョル、被告ークム、ノン電機株式会社、
こ白事案は会社白資材倉庫から資材運搬及び倉庫警備
をする日雇労働者が、昼間には1日1 0時間以上鏑緩を資
材念庫の中に運搬する作業在して、夜間には倉庫を瞥備
しろという指示を受けてそ四ように働いてきた中、 9時
担分頃鏑線を倉庫の中に運搬する作業をしていて、その
頃続いてい士徹夜勤暗と過重な鋼綜の運搬作業等によ
る過労から疲労が累積していた白で、左限視神経血管が

破れ左眼黄斑部出血、硝子体出血及び混濁等の障害在
員っ士事案である。

日) これと四関連で日本由学説と判例白変遷およびこれ
と関連した内容については、岡村親宜、使用者事業主由
民事責任、現代労働法講座12 '巻、日本労働法学会福参照。

12)わが国で企業の安全配慮義務と債務不麗行による損
倍賠償請求問題に関する論文としては、苧尚遠、産業災
害使用者自安全配慮義務、人権と正義第四e号および1 5 7

号および李銀栄、産業災害と安全義務、人権と正義第坦1
号を各参照。

13) 陸上自衛隊八戸駐屯地車両災害事件(最高裁

1 97 5.2 25判決、民集田巻z号1 43頁)。
14) 川議事件(最高裁エ田4.4.10判決、判例時報110号3 3

頁L。
15) 企業白安全配慮義務違反がはたして債務不履行t履
行遅滞、履行不能、不完全屋行)白どの形態に該当する
のかについて論議はあるが、日本白' i 'J例は企業田安全配

慮義務の方法および程度が不完全であったために、労働
者に損害が発生したことを根拠にしており、これは債務
不履行中でも不完全履行に属すると見ている。(最高裁、

1岨工2.16判決、民集酒巻1号58頁参照)
16) これに関する子細な論議はここでは省略し、これに
関しては李尚遠、産業災害と使用者白安全配慮義務、人
権と正義第1 5 6号、 167号書照。

17) 李尚遠、上掲論文参照。
18) 李銀永、上掲論文参照.
19) 多国勝利、使用者・事業主由刑事責任、現代労働法

講座l雄、日本労働法学会福、 3坦頁以下参照。
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纏関琵と醒学
趨定振

現濯、疾病の病因論に対する理論は、過去単純に

病因と人体僑主)との関係、だけを考慮した生涯学

的モデルから脱皮し、健康が病因、宿主及び環境の

相互作用によって成立するという社会生物学的モ

デル理論を大部分受け入れている。

宿主要因
個人の多様な特性

病因ー病原体
栄養、化学的、物質的
機時的特性

特にわが箇の場合、予防よりも治療に重点を置い

た臨床医学が発達しており、予防的側面と個人が置

かれた社会現実及び側面が度外視されている。

したがって、現濯の医療は健康と劇青を理解する

のにおいて、依然いくつかの間題点を内在してい

る。
第L医療を五病を治すこと'であると解釈しな

がら、治療にだけ極限させようとする態度である。

第2、医療問題と社会の脚色経済的構造との関連

生を否認する、いわゆる‘医療の中立性'をもちだ

す立場である。

環境要因

イ謙病の管理が、抗生剤や病原体の発見よりも衛

生施設の発展によってつくられてきたという有名

な歴史が、これを裏付けている。

しかし、いまだ臨床医学は次の図"のように痴青

を患っている個人の身体に力点を置いており、個人

主義的偏向をもちやすい。

死 疾病 健康

通常、過労は万病を誘発させるものと知られてお

り、実際、過労が身体の健康にある程度有益でない

だろうという考え方は当然である。したがって、過

労により身体機能が低下し、劇青に対する抵抗能力

が減少して疾病が発生するという事実はちょっと

みれば全く無理がないようにみられ、実際にそのよ

うな場合もありえる。問題は過労のときの過労程

度、基礎体力、日常の身体鍛錬、年齢、周辺環境、

過労期潤、飲食物摂取、基礎民号や基礎疾病の有無、

過労の後の休憩時間の有無などのさまざまな因子

がどのように関連しているのかである。"

業務と疾病の因果関係を考慮してみるとき、一部

分の民壱を除いては、業務は業務に従事する労働者

の疾病発生において部分的な役割をしたり悪化さ

せるだろう。すなわち、業務上疾病判定に作用する

ように 1∞%寄与したり、でなければ全く寄与しな

いのではなく、大部分の場合、疾病の発生や経過過

程に部分的な寄与をするだろう。ここで、業務の特

定要因と疾病の閣の関係を次のような規定により

細分し、分けてみることができるだろう。

第l、特定要因が疾病の主要因果要因のひとつと

して作用する場合

第2、特定要因が疾病の主要因果要因ではないが、

いろいろな要因の中のひとつとして作用する場合

第旦特定要因が疾病の直接因果要因なの力主確定

できないが、他の原因要因を悪化させたり、作用を

容易にする場合

過労は疾病発生において上の 2つの場合の危険要

因として作用するだろう。ここで、過労の危険要因

としての寄与程度は、いろいろな特性によって異な

るだろう。

第L発生駒青の種類

第2、個人の特性

第R過労の時期と程度

などが寄与桂度を決定する主要特性だろう。

(1 ) まず、どのような疾病力濁労と関連生が高い痕

患なのか?

延世大学校医科大学脳研究所では、労働部の用役

報告書を通して、過労と関連性がある民守、を次のよ

うに整理している。

① ストレス関連接患

神経陸自匝吐、本態性高血圧、過呼吸症候群、偏頭

痛、筋緊張性騎高、顔面麻庫、神経症、自律神経失

調症、神経症的憂欝症、その他神経性疾患

② 肉体的過労と関連した疾患

。最も密接に関連した民愚

脳出血、くも膜下出血、高血圧性脳症

。若干関連のある民愚

脳梗塞、心筋梗塞、狭心症

。ほとんど関係のない民患

腫癌、感産量、退行性炭害、先天性疾患

ここでみるように、脳心血管関係疾患は精神的、

肉体的ストレス全てと密接な関連がある疾患であ

る。特に、高血圧は精神的ストレスとも関連性が高

い疾患であり、二次的に脳心血管関係筑壱を起こす

ために、高血圧が原因となる揚患はおおよそ過労と

関連性が高い民患としてみることができる。

(2 )次に、個人の特性はどのような方式によって寄
与す器のか?

個人の特性の中の脳心血管関係疾患との関連性

がある要因"として明らかにされているのは次の
ようである。

.A型性格(匂'l"' A 戸田副V

田昌王国v e 盟国aof世田町Z胆lCy)

.規則的な運動可否ー運動不足あるいは急

な過ぎた運動

-喫煙
・既事疾患がある場合、治療の順応度

肥満

・食習慣

飲酒

たいがいの臨床医は、疫学調査の結果このような

個人的特性が疾病との関連性が高いとあらわれて

いて、むしろ職業的ストレスとの関連性がうまく解

明しないことによって、 e過労死'という用語に深

い拒否感をあらわす場合も多い。

しかし前で指摘したように、これは医療を治療だ

けに極限させようとする態度及び医療問題と社会

の政治経済的構造との関連性を否認する、いわゆる

‘医療の中立性'をもちだす立場にしたがった偏向

とみることができる。すなわち、このような個人の

特性古ヰ士会でどのようにあらわれるのか、きちんと

評価できていない。

-A型性格は現代の競争社会で助長されている性

格として、むしろ業務を凡帳面に完壁に処理する

という評価を受け、昇進がうまくいく事実

一相談事例でみるように、既存の痴青があるのにも

かかわらず、業務に追われ、でなければ規則的に

病院に遇う余裕をもてず練場での自が気にな
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市覇軍主主三三三

り、病院へ行くのがむずかしいという場合は、外

来を通じてよくみられる事例である)、治療をき

ちんと受けることができない事実

一現在の職場生活が非常に少数の人聞にだけ規則

的な運動の余裕を提供するだけで、大部分の場

合、大多数の場合、リスが節いのまるい枠を回る

ように (1日中業務に追い回されて、業務の後は会

食などの生活が反復する)1日を過ごしており、生

き方の質を論じることができる職場生活となっ

ていない社会的現実
などを無視した状態の判断としてみるしかない。

また、医療人も病院に来る患者を治療するだけ

で、予防的次元の医療行為が不在である事実もこれ

をより｝層助長している。

(3 )過労の程度と時期

①過労が疲労を起こす時期以前

人体が精神的疲労や肉体的疲労を受ければ、

。酸素、栄養素などのエネルギー源の消耗

。物質代謝による老廃物、言い換えれば、担感、

焦性ぶどう糖、アンモニア、シスチン、クレア

チニン、残余酸素など、いわゆる疲労物質の体

内蓄積
C体内での物理化学的変調

く>さまざまな身体機能調節の低下等が生じると

いう。“(訳注:図参照)
すなわち、業務による疲労は生涯学的機能変動に

より生じると考えられる。労働によって精神神経機

能、自律神経機能、内分泌機能、代謝機能等が低下、

砥縦、または障害とな

り疲労が生じる。疲労

症状を3段階に分類

し、疲労、過労、困ば

い状態として分類す

ることもある。

疲労は、 1日程度の

休息で充分回復する

程度をいい、過労は疲

労が回復されず継続

する場合、図ばい状態

は疲労が蓄積された

状態で、短期間の休息で回復されず病的状態を言

う。

②慢性疲労と急性疲労

疲労は、発見される時期によって急性または慢性

疲労に分類することもある。"

急性疲労は、労働の負荷が顕著に強いときに起こ

り、連樹乍業3時間が長くなる場合と単位時間当たり

の作業強度や密度が高い場合に生じるようになる。

作業を始めるとき、しばらくの聞は疲労在感じない

が、少しずつ疲労を感じはじめ、これがひどくなれ

ば作業を継続するのが困難になる。急性疲労は、そ

の回復が比較的早く、慢性疲労と区別されもする。

急性疲労の回復は、次の朝までに回復されるのが

原則であり、回復されず次の日まで持続する場合

は、生理機能及び作業能率の低下をもたらし、過労

または疲労が蓄積されるようになる。このような状

態が毎日継続されれば、困ばい1え態に陥り、慢性疲

労状態の領域に移行する。

慢性疲労は、労働によって疲労が回復されず、継

続する状態を言う。この慢性疲労には、急性疲労が

回復されないために生じる場合と体力の低下や疾

病のためにいつも疲労状態にある場合がある。慢性

疲労時には、精神的及び生理的な機能力支低下した状

態で作業に従事するために、疲労はより一層ひどく

なるようになる。慢性疲労の回復は、 1日または2日

閣の休養程度ではむずかしく、長期間にわたる休養

が必要で、場合によっては疾病に移行もする。

日本産業衛生学会産業疲労研究会では、このよう

な疲労をま頭目の自覚症状アンケート調査を通し

て測定もした。

ところが、期青の寄与要因評価において、急性疲

労との関連性は容易に評価することができるが、慢

性疲労との関連性は評価が容易ではない。

このような理由で、今回の業務上認定基準改正

案.,でも、過労の範囲を時間的因果関係の参考基準

もみれば、全体的に急性疲労との関連性に力点をお

いた評価であると言うことができる。したがって、

持続的な影響を与えるが、寄与程度を明らかにする

ことがむずかしい慢性疲労の場合、評価において不

利となる可能性カ鴇い。

③亥替勤務に伴う疲労

3t替勤務に伴う疲労や疲労に対する考慮もなけ

ればならないと思う。相談事例においても、交替勤

務も 1 0 %にもなり、一部の調査で製造業において焚

替勤務カ鴇甘2 5 %程度占めているという。

交街特韓による睡眠不足、生理的リズムの混乱、

社会的家庭生活の支障招来などがストレスを誘発

し、これ古咳替勤務者に心理的、身体的に害となる

影響を及ぼしえる。交替勤務者に傷病早退回数や傷

病欠勤図数古痛いという報告ηなどもある。

④過労の現実

相談事例を通じてみた過労の現実をみよう。この

ような事例を通してみれば、まず、相談センターに

問い合わせてくる理由は、死亡する前に死亡主主警が

過労に影響を受けても受けなくても、充分に過労で

あった事実が認定される事例が多いという事実で

ある。特に、持間以上の残業を行う場合が相談事

例の 2 0 %以土にもなり、残業がないとか説寺閏未満

の正常的な勤務形態は25. 9 " / 0にしかならない。

ここで、補償と関連して点検しなければならない

ひとつの争点が容在する。

すなわち、過労と関連が高い民患では、少しの過

労でも補償するが、過労と関連が低い民壱では、ひ

どい過労でも補償しないということが本当に正し

いのかという点である。

すなわち、平常全く過労のない職種で勤務してい

て、急に業務と闘い倒れ、心筋梗塞症より死亡した

場合には、業務との関連性が高いと判定がでる可能

性が高い反面、平常時にひどく過労したが、感染に

よって死亡した場合に、死亡と業務との関連性が少

ないと判定する可能性がより強いという事実であ

る。

過労死問題の重要性は、過労な勤務条件を改善す

ることにあると思う。このような点でみるならば、

他の職菊榊i定と違い、過労と関連した疾病は、過

労の程度が評価により一層重要な要素として考え

なければならないだろう。

*過労と関連が強い疾患でありなが号、過労がひど

い椙段事例など.

- 5 .犠男性の事例

既存に高血圧があった故人は7年間入社した

後、死亡する数か月前まで日中は守宥業務を行

い、夜間は工場で働きながら家には1か月に 1回程

度帰宅した。その後、家から出退勤しながら工場

業務だけを行っていて、脳梗塞で死亡した。

- 4 5議男性の事例

某建設会社の自陣である本人は、現場出身で本

社業務にうまく適応できなかった。死亡する前

( ? E因不詳) 、午前7時宜扮に出勤し、午後暗ま扮

に帰宅し、夜 11持には英語の実力を認められなか

ったために A F X N駅注:韓国内米軍放送の略漢

語学習をしなければならなかった。現場出身て覗

場感のある計画書が提出されなくて、同僚、上司

と葛藤があり、死亡する1か月前には業務がうま

く進行せず、神経質になりストレスが多かった 0

4磁男性の事例

航空機整偏在する患者は既存の高血圧があり、

倒れたこともあった。交替勤務1国に時間1扮働

くが、 13 : 1 )形態の交替勤務を交互に行うために、

規則的な休日と休憩、食事時閣をもつことができ

なかった。また、出勤に人員縮小のために業務が

力瞳された。また、業務の性格上、制限された時

間内に基本的な整備業務が終らなければならな

いために、これと関連したストレスが多かった。

このような状況で解離性大動脈癌破裂により死

亡した。

*業務と関連が不確実な疾患や過労がひどかった

相談事例など

-3犠男性の事例

図童館司書である患者は、発病する前1週間ず

っと明け方ヨ寺あるいは必寺に退勤した。このよう

な過労の末に、図書館で働いていたところ、急に

耳がウォンウオンしながら突発性難聴が生じた。

-41'議男性の事例

6年前白斑病として診断を受けた患者は、面事

務伊万の兵務担当であったが、いつも朝時から 22
～231寺まで勤務し、休日もなかった。死亡の1か

月前の出張身体検査で食中毒にかかった後、肺炎

で死亡。

一度暗号男性の事例

高等学校教師である患者は、平素日待ま扮出勤
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し午後7時に退勤で、J.lj:時間耐勤務し、出退勤

時間が1持問ほどかかった。試験係チーム長であ

る患者は、死亡3か月前の9月には試験用紙流出事

故でストレスがひどく、 2月には学期末考査、卒

業時間、学敏文庫、研究授業の調整などで、五置

閑ずっとほとんどまるまる夜をあかし、時間表を

番いたという。ロ月の初め、咽喉炎で病院で治療

し l脳日に問蹴で死亡。

1) 韓国の医療叫頁、さまざまな医学分野在死と健康由連
続線上外に関心分野在中心として配置し、図式的に表現

した図。
2) 延世大学校医科大学脳研究所、用役最終報告書(要

約)19頁。

3) 付録2T国 E副主唾園田晴香照。

4) 予防医学と公衆保健 19盟年改正版坦7頁。

5) 予防医学と公衆保健油田年改正版坦8頁。
6) 第盟条g項目で、急訟な作業環境の変犯とは、発病l土

時間的な過重負荷白後、 3日以内には相当な影響を受け

ることを参考とする。
3項目で慢性的な過労とは、発病前3日以上連続的に業

務量が田%程度以上持続されたり、発病前1週間以内に
業務量、時間、強度、責任及び作業環境が一般白人が適

応しにくいほど変わったときをいう。

7) 朴チヨンソン、製造業体白交替l I <J漣嘗実態と交替作業
者の健康障害、 1994.841...42頁。
傷病欠勤に対する他。研究では、研究結果が研究者に

より食い違っている。

f強引 掴議事例の分析

性別分布

性別
男
女

全笠

年齢分布

年齢 事例 %
29 4 3.9

30-39 27 26.5

40-49 34 33.3

5かー59 21 20.6

6任一 5 4.9

無回答 11 10.8

職種別分類

職種 事例 %
専門、技術的 20 19.6
事務管理 28 27.5
販売職 1 1.0
サービス(醤備、清掃) 14 13.7
生産、運輸、単純、労務 39 38.2

過労様相

費料:韓国の職麓舗の状i見
区分

年度
騒音性難聴 じん肺症

高圧ガス
及び光線
による楳病

鉛中毒
右機

港剤中毒
クロム中毒

上記以外田
有害物質
による中毒

その地 ムロ 富十

1983 2,348 3,894 1 61 9 g 23 6,345

1984 2.394 3,909 4 58 16 5 171 6,557

1985 2,889 3,766 1 43 41 14 141 6,895

1986 2,654 4,407 65 19 18 7,163

1987 1,779 4,636 41 41 l 5 347 6,850

1988 1,990 6,004 66 24 269 28 27 8,408

1989 3,410 3,937 27 21 135 25 13 7,568

mo 3,534 3,987 i 117 17 74 12 7,742

発病疾病名

診断疾病名 事例 %
脳出血 25 24.5

脳梗塞 18 17.6

狭心活 2 2.0

心筋梗塞 12 11.8
その他心血管関係疾患 14 13.7

肝疾患 6 5.9

死因不群 10 9.8

その他 14 13.7

無回答 1.0

勤務期間

勤務期間(年) 事例 %
-3年未満 28 27.4

3年 6年未満 19 18.6

6年- 9年未満 6 5.9

9年 12年未満 10 9.8

12年以よ 15 14.8

無回答 23 22.5

事例発生年度

年度

1993年以前

1993年度

1994年以降

無回答

事例発生場所

場所

作業場内

その他

無回答
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fす鐸2 翼鰭究-TheFra盟 i盟gha臨 Study)

1 問題の大きさと特性

35' -641識の人で、死亡者諸中1名は冠状動脈によ

る心臓死
一年間~万名以上が突然心蹄E

このうち切%程度が以前に冠状動脈民曹、の証拠

なく発生

一冠状動脈疾患の発現様式が男子の1切6、女子の13

%で突然死がはじめてであり、最終症状

としてあらわれる。

2 醤告症状

- 3 8 %で罰丘疲労、息苦しさ、咳、胸の痛みなどで

病院訪問。互岨庄の研究)

ーまたは4 0 %で1月前に病院を訪問したり、症状が

冠状動脈疾患を疑うには非特異的包金色噌3で

死亡事伊J分析)

一特に突然死の定義を症状があらわれて1時間以内

に死亡する場合に極限した場合、ほとんどカ警告

症状がない。

ーしたがって予防が重要

3 突然死の予備軍

1)以前に冠状動脈民患がある場合

2)不形成冠状動脈民警

3)冠状動脈疾患危険群

目印語、喫煙、脈拍異常、心室伝導異常

標準化相関係数
冠状動脈疾患 突然死

収縮血庄 0.352 0.399
血糖値 日110 0.086本

相対体重 0.186 0.263

喫煙 0.205 0.347

心電図よ心室肥大 0.205 0.432

血中コレスアロール値 0.205 0.303

宇留意せず

4 矯正可能な危概要因

A型性格で多くあらわれる。

一一部では発生前にひどい運動経験がある。

一運動不足が関与するという報告もある。

生活変化のストレス但d車記研究)が関連する

という報告がある。しかし、飛行機操縦士を対象

にした研究では、職業的ストレスとの関連性はな

いという報告もある。
一危険要因がある場合、 141音まで発生が増加。

多変量
危険要因

突然死件数 2年間 1.000名当
突然死発生率

2 0.89

2 2 0.89

3 2 0.89

4 6 2.69

5 8 3.58

6 6 2.69
7 12 5.37

8 10 4.48
9 17 7.61

10 32 14.32

計 97 4.34

(1 ) 高血圧

収縮時血圧14C凍満の場合突締百発生率 17

1旬以上 28

(2 )高コレストロール症

コレスチロール値Z泊以下の場合 // 26

285以上 M 必～印

(3 )糖尿
(4 )生活習慣
服静ー体重が1似ポンド未満の場合 ノ./ 12

傍採況比重39%)

12同tンド以上 ノノ 31~43

侠撚死比重印～70%)

運動不足

関歴-突然死発生率がガ音程度増加 回
B) 45..... マ5歳由男女を死亡前田2 6年闘を追跡して、各種危
険要因に体する評価を行った代表的な疫学調査。

川労働rill様々主主主筆1 m議事委農民覇者家調I登山山主主即日三主主主l

労観的構毎暫裏癌と
藤君壌に関す器調
過労死相談センター

過労死が生じる社会的要因は何か?

まず、日本では過労死が生じるようになる社会的

背景に、長自時間労働と通勤負担、単身赴任等の職業

的要因をあげている。

“戦後日本の労働時間は、高度成長がはじまった

1翻年(2,432時宿)から1974-5年 (2,臨1 時間)まで

着実に減少してきた。しかし、日本の労働者の労働

時間は、 l時停の恐慌を契機に増加しはじめ、年
間労働時間が2α,11時閣を上回る状態が今日まで継

続している。労働時間在国際的に比較 (100得統計)

すれば、日本の労働時間は2,1佼時間で、米国、英

国よりZ沼待問J.:.l上、西独、フランスより底辺時間長

い。ヨーロッパでは、深刻な経済危機の諸条件にも

かかわらず、労働時間は第1次オイルショ、yク以降

減少してきた。特にフランスと西独では、自由時間

の拡大と作業分担を要求する労働組合の不断の闘

争で、労働時間の短縮坤暗になってきた。

しかも日本では‘サービス残業'という変なもの

があって、どんなに残業をしてもタイムカードを押

さない場合が多い。かえって、金融関係の事務、営

業識では、実際の労働時間どおり残業賃金を要求す

る人の方がめずらしいほどだ。またJ風呂敷残業'

といって、家庭に業務をもって帰る人も多い。した

がって、面器十にあらわれるものより実質労働時閣は

相当長い。それ以外の他の国では想像できない通勤

負担がある。東京の労働者の通勤時間は片道1時間

以上で、最近では都市部の住宅土地価格の高騰のた

めに、住宅地は次第に都心から離れる傾向があり、

通勤に往復調寺間以上要する人もいるほどである。

また、民日本では、会社から転勤を命令された場

合、家族と別謄し、 1人て赴任地で生活する単身赴
任が増えているf z}

過労死の要因をみると、長時間労働や通勤負担、

単身赴任の他に、精神的ストレス、労働強度の強化

がある。

まず、長時閣労働について少しみよう。長時間際

働をみる際、注目しなければならないことは、過労

死を引き起こすほどの長時間労働についての概念

と、このような労働時間にある労働者たちの実質労

働時間統計上でない)がどの程度に達しているか

を把握することである。過労死を引き起こすほどの

長時間労働については、多くの研究と時間が要求さ

れるだろうが、先の文献‘K A R OS H I 'をみれば、

年間実勢勤務3β刻奇聞を‘過労死'と言わざるを

得ないと述べている。日本の労務行政研究if )I"/J<全国

の舗の上場企業の実質労働時間を算出したとこ

ろ、この研究所で発刊した1鈎呼労政時報第3416号
によれば、平均実質労働時間は2,015～縄問で、最

低1,冗8.7時間から最高2,769.5時間まで広範闘で
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ある。

わが国縛国)の労働時間と日本の労働時間を比

較すれば表Lのとおり。

表1輔固と日本:(J)遇当たり労鋪時間の比較

資料出所 I L O労働統計年鑑1991中1993賃金
指針ー全労協

1985 1986 1987 1988 1989 1990
韓国 53.8 54.7 54:0 52.6 50.7 49.8
日本 41.5 41.1 41.3 41.8 41.4 40.8

この表から制潤労働時閣を求めれば、日本の場合

年間2,127時間、韓国は年間2,国7時間、労働してい

る。この表が実質労働時閣を示すには限界がある反

面、わが国の計百か所の事業所在対象に研究した他

の研究幻では、 1日総労働時間が10..1時間に達して

いる。わが国の年間法定休日が93日であり、このう

ち年次有給休暇22日中平均利用回数2.9日討を勘案

し、年間労働時間をみると、 2,74 7 -2, 7 7 fJ.時間にな

っている。

このような労働時間を通じて、わが国と日本が他

の固と比較して過労死が多く生じるのがわかる。

次にストレスについてみてみよう。
倒～立、新しさと非単純性に適応するには限界

があるし、このような要求に体する入閣の非具体的

な反応をストレスと定義した。的ストレスが健康に

及ぼす程度を正確に決定するのはむずかしいが、数

々の研究からCo田 nary artery <fu;電盟;;e,
H田r l d耳H耳E出宜主主G園出s等の疾病は、

ストレスと関係があることが明らかになってい

る。町どんな報告書でも、ストレス、葛藤または嫌

気等の要因がco四国y a r匝y d措置と相互関係

があるのは明らかである。前書の数々の研究結果を

みると、ストレスと関連した疾病は個人と組織に多

くの負担(医療費、募集費、訓練費用等)がかか

る。"測定可能な負担の他に車滋量は生産性下落、死

亡のような人的資額の損失も負うようになる。 η

最近、米国で労災補憤保険補償資が急激に増加

し、その原因のひとつとしてストレスに対する補償

が明らかになり、注目を集めている。ストレス補償

請求中最も深刻な形態は、精神的なストレスによる

精神疾患(例憂穆症)が知られている。ストレスに

よる稽償額が数百臆ドル。これにストレス関連の健

康との問題で郊合された金額を含めれば、毎年間

憶から1,即憶に達するものと推算される。また、

ストレスに対する補償が1,獄岸全体の職業病補償
件数の5 %に過ぎなかったものが、 1笹沼年には15%

に増えた。自)労働強度の強化、すなわち労働の質的

要因に関する論議は、新経営戦略とともに広範囲に

論議されている。

永登ィ南にあるヒョンソン重工業は、19め-91年4旬

余名であった労働者を現在2ま洛に縮小したにもか

かわらず、別に機械設備、新技術の投資もしないの

に、生産量には変化がない。むしろ一層高い場合も

ある。この事業所の労働者は、部寺間f惇轟が終わる

と寸ったりとなる。新経営戦略のうち、適期生産方

式(JIT~訳註:ジャスト・イン タイム)を活用し

たのである。刷

新経営戦略、柔軟化戦略は、工程の合理化、労働

力利用方式の柔軟化、作業現場権力関係の再編、設

備自動北、能力主義の人事管理、協調主義的労使管

理等の内容で構成されている。特に新経営戦時中の

生産過涯の合理化は、労働過程、労働条件と労働内

容、設備と材料の変化を伴うので労働者の健康の問

題と切り離せない。同工程の合理化は、効率的な

物流の流れとなるため、工程の再配置へと進むが、

これは器具、部品配置、作業姿勢、作業高さの変化

を伴うだけでなく、適しないラインで別の車種を生

産するので不便な作業姿勢、無理な動作を誘発す

る。また、多機能北や労働力の流動化は、新しい仕

事に慣れないために生じる事故性災害等を誘発し、

チーム作業を通じた改善や品質管理等を強調して、

労鋤力の余力を絞り出していると指摘されている。

こういうわけで、労働者は作業疲労の増加を訴え、

胸高などからだの一部分の苦痛の増加を訴えてい

る。このような労働強度の強化は、労働時間でも深

夜勤務と条件勤務、交替勤務の聞に違いが生じる。

交替勤務は麗眠不足、生理的リズムの混乱、社会生

活や家庭生活に支障をもたらす等がストレスを誘
発し、突替作業者~:A:.~里的、身体的に害のある影響

を及ぼす。パク・ジョンソン等の研究資料をみる

と、交替作業が医療、放送、通信等国民生活と利用

者の便宜のための公共事業が増えているという社

会的理由と石油精製や化学工業、金属精錬等工程上

作業を中断するのがむずかしい産業が増加する理

由等で採用されていると指摘している。また、この

ような交替作業を実施する事業所の中には、3糟作

業群と非突替作業詳の月間平均傷病欠勤回数を労

働者規模別に比較すれば、だいたい交替作業群によ

り多く、月間平均働甫早退回数もまた交替作業群に
多かった。山

わが国構図)では、過労死を引き起こす諸般の与

件、すなわち労働条件と健康障害についての研究が

上記に明らかにされたものの他はほとんどない実

情である。しかし、長時間労働や業務上ストレス、

業務の特徴、労働条件等が健康を悪化させるとわか

っている。したがって、ヰヰ目談センターの調査は、

全国業種労働組合会議の所属の労働者とアンサン

地域の製造業労働者を対象に、労働時間や交替勤務

等の労働条件と業務上ストレスが疲労度とどのよ

うに関連しているかみてみよう。

(1 ) 調査目的
l'販車代以降、日本で多く問題となっている過労

関連性疾患及び過労死似下過労死)は、数年前から

わが国緯国)でも少しずつ問題になりはじめ、多く

の関心を呼び起こしている。このような影響で、昨

年 (1鈎拝過労死相談センターを関所し、これまで

α1主主件をこえる相談を受けており、主に過労死を

業務上災害に認定させるための相談である。過労死

についての相談は、主に長時間労働や過度な業務、

有害物質の取り扱い等のような業務上の身体的、精

神的な過労、ストレスによる脳血管疾患や心臓疾患

についてのものであり、既蒋の中高年齢労働者だけ

でなく、若い磨のお却代労働者の過労死の相談も

少なくない。多くの研究結果から、身体的、精神的

なストレスがJ己峰、脳血管疾壱だけでなく、精神疾

患に至るまで多様な疾病に直接、間接的に影響を与

える事実は明らかで、これを一部分受け入れて脳及

び心臓血管系民患を業務上災害の認定に反映して

いる。それにもかかわらずいまだ、過労死に対する

医学的、社会的原因についての究明は十分でないの

が実状であり、特にわが国僻国)ではたいへん貧弱

である。過労死に関する幅広い業務上災害の認定の

ためにも、その原因となる要因等についての具体的

な究明が今後なされなければならないし、その予防

のためには一層そうであろう。

したがって、いまは過労死に対する業務上災害認

定だけでなく、その予防対策づくりにも関心を傾け

なければならないし、そのための基礎的な作業とし

て、過労死に関する要因についての研究と実態に関

する客観的な調査作業が優先的に必要だと思われ
也。

過労死相談センターでは、昨年(1鉛詳手)1年間い

ろいろな顧問と相談をしてきながら、わが国健闘)

での過労死の要因と実態に関する資料がたいへん

貧弱で、外国資料備に日本の資料)に依穿してきた

これまでの状況を少しでも変えるために、およぱず

ながらわが国の実状がわかる調査を実施すること

にした。

今度の調査の目的は、事務職と生産職を含み、さ

まざまな業種で労働する人たちの業務上ストレス、

過労の実態を把握し、週当たりの労働時間、勤務形

態等、さまざまな労働条件や業誘特徴、業務上スト

レス、疲労度との関連性を客観的に評価しようとす

るものである。

具体的には、

一労働耕平と疲労自覚濯状、陸眠障害の訴えとの関

連性を把握してみる。

一労働条件と業務上ストレスとの関連性を把握し
てみる。

業務性格と自覚症状、睡眠障害の訴えとの関連性

を把握してみる。

一業務性格と職業ストレスとの関連性を把握して
みる。

業務上ストレスと自覚症状、睡眠障害の訴えとの

関連性を把握してみる。

(2 )調査対象、方法及び時期

この調査の全体的な枠組みと設関紙は、主に「ス

トレス民意労災研究会J(1沼世手10 .月発足=訳注・

日本めま1留但9白lに調査して発表した“ストレスと

健康総合調査報告"を参考にして計画された。

調査対象は、事務職と製造業生産職労劫者たちで

あり、事務職層として「全国業種労働組合会議」傘

下の病院、建設、金融事務、専門技術労働組合連合
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表2業醐リ

業種 会社数(社) 人員(名) 比率(%)

病院 日 168 30.2

建設業 4 77 13.9

事務金融、専門業 13 178 31.9
製造業 5 133 24.0

計 28 556 100

表3性別

表5勤続年数

勤続年数 人員(%)
5年未満 174 (33.2)

5-9年 234 (42.1)

10年以上 116 (20.9)

百十 524(100)

襲4年齢別

表6結婚有無

年齢 人員(%)
20歳未溝 4 (0 .8)

20-29歳 228 (44. 7)
30-39歳 222 (43.5)

40-49膿 48 (9 .4)
50歳以上 8 ( 1 .6)

計 510(100)

表7職額別

職種 人員(%)

製造業生産職 135 (25 6)

一般事務職 223 (42.3)

藩謹婦 97 (18.4)

技術、研究、その他 72 (13. 7)
E十 527(100)

所属のお

か所の事

業所の労

働者割

名と製造

業生産職

としてア

ンサン地域産業安全保健部の集まりに参加してい

る5か所の事業所133名が調査に応じた。

調査方法は、対象労働者たちが設関紙に直接記入

する自己記入方式にし、設問は労働組合の助けを借

りて、 1鉛ぷ同月初め、配布し、 10.月中旬に回収し

た。設関紙は全体で1α1,浪部を配布し、 5託部回収し

て、 5 6 %の回収率をみた。

(3 )調査内容と分析方法

設問内容は、対象者の一般的特性、労働条件、業

務特徴、業務上ストレス、健康状態、自覚症状の訴

え、醐臣障害の訴え、個人生活に関する項目となっ

ている。

対象者のー般的特性としては、出生年度、勤続年

表S地位別

表9喫煙量

人員(%)
299 (54.5)

65 (1 1. 8)
133 (24.2)

52 (9 .5)

549(100)

表 10 飲酒有無

である。

数、結

婚有

無、職

種、飲

酒と

喫煙

に関

する項目等であ

り、労働条件に関

しては給与の能

力給導入の有無、

雇用形態、片述重

勤時間、勤務形

態、月間休日日

数、週当たり勤務

持問、週当たりの

サービス残業時

間、週き当たりの嵐

呂敷残業時間、月

間夜間勤務日数

についてのもの

業務特徴についての内容は、業務の自由裁量度、

要求度、支援度をEサつの項目に分けて評価してみ

た。

業務上ストレスに関連する項目は、せかされ・プ

レッシャーについてのもの、身体的きっさに関する

もの、璃鴻内のトラブルについてのもので、日つ

の項目群に分けて評価した。

健康抗態については、肥満度、心血管系民壱、消

化器疾患についてのものを中心にした。

自覚症状の訴えに関しては、全身疲労感、焦燥感、

不安感、意欲低下感、身体消耗感の頃目に、それ

をさらに号令つの項目群に分けてみた。

闘民障害の訴えは、臨臣と関係した5つの睡眠障

害症状が月何回発生するかを基準に評価して点数

化した。

個人生活の項目は全体で24項目を設定し、それぞ

れの重要度にしたがって変量化し、点数を与え、こ

れを合計数値で評価した。

分析方法は、疲労に関する自覚症状、援線障害に

対する訴えと業務上ストレスの要因の聞の相互関
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表 11 月鎗に能力給を導入してい否か

表12 軍用形態

表 13 職場までの片盗畳勤時間

表 14 勤務形態

他会社で1市名、 5つの製造事業所でお3名、男子が

2鎗名、女子が161名であった。年齢は、主覇者未満が

232名、ま勝止上が幻路で、大部分が～裁で既

安時時蜘%を占めた。勤続存数は、同年が全体

の42.1%で最も多く、職種別では、生産職が25.6%

で、一般事務職が42.3%であった。対象者の職位は、

一般識が411名で最も多く、上位職、特別職は1格
で少数であった。煙草を吸わない人が2鈎名

と54.5%を占めたが、女性が全体対象者の

35.1%を占めていることを勘案すれば、男性

中の大部分が喫煙習慣をもっていることが

わかる。

表15 月間体回数

表16 週当たり勤務時間

表 17 サービス残業時間

13
(2.3)

7-9固

49

(8.8)

係をみるために、 g宅島畏議計プログラムを利用し

て分析し主に分散分析と多重回帰分析を施行した。

7 531

(1 .3) (100)

衰 18 月間平均夜間勤務

.__ Iなじ 1-3回 4-6自

342 73 38

(61 0) (13. 7) (7 2)

12 3 4 5 6 7 8 9 10 計
1 1 12 24 98 231 102 38 18 5 4 543

(2 0)(2幻(4.4) (18.0) (42.5) (18.8) (7.0) (3.3) (0.9) (0. 7) (100)

10-12回 13-15回 16回以上 計
27

(4.9)

70-79 80-89 90-99 100以上 計
14 8 2 3 530

(2.6) (1 .5) (0.4 ) (0.6) (100)

(2 )労働条件

調査対象者の雇用形態は、

ほとんど全て正社員で、大部

分の月給が能力給でないと

答えた。勤務形態は、昼間勤

務が中心だと答えた人が4田
名で回答者の8 1 %を占めて

おり、波替勤務者すメ71名で

あった。月間休日数は3日以

下の人が47:名で回答者の8.6

%を占め、 8日以上の人も 27 

名 (4.9%)であった。週当た

りの勤務時間は、基本勤務時

間の必4華寺間と答えた人が

2ぽ洛で回答者の50.2%で、

半分ほどの人たちは基本勤

務時間以上を勤務していた。

また、サービス残業が週当た

り平均1C時間以上だと答え

た人たちも62名(日.7%)に

もなった。 1週間に1国でも深

夜勤を含む夜勤をする場合が、全体回答者の3 9 %に

もなった。

(1 ) 調査対症者の一般特性

総対象者数は5 5 6名で、所属会宇土別には、白か所の

病院で1佼洛、 4つの建設会社で77-名、金融及びその

(3 )健康状態
被調査者たちの健康状態を知るための項目とし

ては、身長と体重による肥満度を算砲し、高血圧、

糖尿病であるか、コレステロールカ鳴かったり、心

電図の異常があるか、肝臓の異常や胃潰療による治

貴金包ンタ情報95年8月溜刊号 41
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表19 健康部書

高血圧 糖尿病肝臓疾患コレステ心電図異常胃十二脳血管茶患心臓痕患
ロール 指腸潰癒

14( 2_6) 8( 1.5) 128(23_2) 75(13_ 7) 28( 5.1) 127(23. 1) 4 (0.8) 21{ 4.2)
132(97.4) 142(98.5) 424(76.8) 473(86.3) 521(94.9) 422(76.9)特1(99_2) 481(95.8)

療を受けたことがあるか、脳や心臓血管の疾患で治

療を受けたことがあるかに関する質問を通じて健
康状態をチェックした。

回答者中6.4%の34:名の人が標準体重の1 2 0 %以
上で、残りの大部分の人たちはそれ以下であった。
高血圧だと答えた人たちは14名で2.6%、糖尿病だ
と答えた人は回答者中略であった。高血圧や糖尿
病だと答えた人たちがこのように少ない反面、肝臓
疾患だと答えた人は回答者の2 3 2 %の128名にもな
った。これは鼠丘、成人31氏。名を対象にした肝機
能検査の結果、約1 5 %の人が肝輔E異常であった事
実よりもはるかに多いことに、肝臓民患に対する憂
慮の程度と疲労感等の身体症状が肝臓異常に関連
すると考える傾向があると思わせる。脳血管疾患の
場合は絡で、岬細管疾患の場合は21名だと答え

た。

(4 )襲務特徴

一業務特徴の内容
業務特徴は、業務の自由裁量度、業務の要求度、

業務上の支援度に分けてみた。それぞれの内容と尺

度は次のような方式にした。
ア業務の自由裁量度
迂灘務上新しいことを学ぷ必要があるか

甥榊を必要とするか
@灘務で創意や工夫が必要か

q:同じことを反復するか
告草署務内容、方法を自由に決定できるか
⑥ひとつの作業量を自ら決定できるか
以上の噸自について、殺階に分け、これを合計

した値が大きいほど自由裁量度が大きいことにし

た。
イ業務の要求度ー

①業務を急いで終えなければならないか

②混乱するほど骨の折れる仕事を要求されるか
③能力以上の業務を要求されるか
@濃務を行う時間的余裕はどうか

⑤他の人との競争を要求されるか
以上の頭目について殺鰭に分け、これを合計し

た｛査が大きいほど要求度が大きいことにした。
ウ業務の支掻度

①休憩時間に同僚と世間話をする機会があるか
信濃務中に業務外のことで職場を離れられるか
③同僚と一緒に業務をする機会が多いか
④職場の同僚と集まって遊ふ暢桧がどの程度か

⑤晶正職場の同僚が家を訪ねてくることがある

か
以上の5項目について4段階に分け、これを合計し

たf直が大きいほど業務の支援度が大きいことにし
た。
業務の自由裁量度と支援度は大きいほど仕事を

する人に肯定的な影響を与えるが、業務の要求度は
大きいほど否定的な影響を与え、ストレスの程度を
大きくする要因として作用すると考えられ、これは
業務上ストレスとの関連性をみればわかるだろう。

一分析結果
ア業務の自由裁量度に影曹をもた告す要素ー業

務の自由裁量度は年齢と職種、地位により変化す
るもので、年齢はお代と初代、鉛代と必代の閣で
はっきり分けられる。職種では生産職と事務職閣
ではっきり区別できる。地位では一般職と中間

職、一般職と上位・特別臓との閣で違いが大きか

った。
イ 業務の要求度に影響をもたらす主な要素ー業
務の要求度は、職種や地位や勤務形態によって遣

ってくる。職種では生産織と研究職などとの聞に
明らかに違いがあり、職位では一般職と中間職、
上位・特日｛臓と中陣職問によって違ってくる。ま
た、勤務形態においては技替と昼間勤務、技替

分散分折結果

兼務の自由裁量度 業務の要求度 業務の支援度
年齢 *** **
職種 *** **
職位 *** ***
勤務形態
*P<O.l **P<0_05 *

***
**Pく0.01

***

ほど該当項目の業務上ストレスが大き

いものになった。全体の合計を求め、業
務上ストレスの総量とした。

一分析結果

ア業務上ストレスに影響をもたらす
要因を、影響の程度が大きいものから

と波替勤務・その他との聞が、このような違い
をあらわす重要な要因等て・あった。

ウ業務の支援度に影響をもたらす要素ー業務の

支援度は、年齢と勤務形態によってのみ影響を受
けるもので、20ftとお代聞の違いと昼間勤務と3

みると、業務要求度、月間夜間勤務回
数、業務の自由裁量度、年齢であった。

このような結果からわかることは、業務上スト
レスは他の要因より業務特徴の影響を多く受け、
特に業務の要求度によって最も大きな影響を受
けるという事実である。

5c:替勤務閣の違いによって業務の支援度が違っ
てきた。

イ 業務上ストレスの内容と要因についての分析
結果をみると、次のとおり。

(5 )業務上ストレスの要因

業務上ストレスの内容
業務上ストレスは、せかされ・プレッシャ一、身

体的きっさ、職場内トラブルに関する内容に分けら
れ、それぞれの内容は次のように構成されている。
アせかされE プレッシャー

①競争が激しい

②ノルマや納期に追われる

③責任範囲が広い
④時簡に追われる感じが大きい
⑤ミスが許されない

イ身体的きっさ

②業務量が多い

@理署務の拘束時間が長い
③人員古ホ足する
@液聞や休日に客の接待が多い
⑤肉体労働で疲労する

ウ聴場内トラブJレ
江草罷務のトラブルが多い
②上司との関係が悪い

@激術の進歩についていけない
このような項目で構成されており、

これを、いつも、時々、感じない、の
設階に分けて表示するようにし、各項
目についての答えの合計が大きくなる

① せかされ・プレッシャーの要因は、業務の要
求度と支援度であり、業務要求度が大きく、支
援度が少ないほど大きくなることがわかった。

②身体的きっさの要因では、業務の要求度と自
由裁量度、支援度が全て含まれ、最も大きく作
用するのは業務の要求度である。

③職場内トラブルの要因は、業務の要求度と自
由裁量度であり、要求度が大きくなるほと喰場
内トラブルは多くなり、自由裁量度が大きくな

るほどトラブルは少なくなるという結果を得
た。

ウ 分散分析結果と業務上ストレスの内容中、せか
され・プレッシャーの要因で、職種だけが意味を
もつもの(P<u.u1)になったが、これは看護婦と他

業務上ストレスの要因についての多量回帰分祈結果

業務の要求度

業務上ストレス
***Pく0.01

水水*

業務よストレスの内容についての多重回帰分析結果

lせか吉れ |身体的疲労|職場内トラブル
プレッシャ

業務の自由裁量度i *** *本*

業務の要求度 *** *** ***
業務の支援度 ** **
**P<0_05 ***P<O.Ol
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の晴櫨間の明らかな違いによるものであった。こ

れ以外の要因等は全て関係のないものであった。

(自)自覚症状、睡器障害の訴えに膨響をもた§す要

困

護労についての自覚症状、睡眠障壁曹の訴えの内容

自覚症状の訴えに関する内容は、全身疲労感、焦

燥感、不安感、意欲低下感、身体消昆啓の噸自に

分けて、各項目ごとに号骨つの項目を設定し、①は

い、②いいえ、③わからない、のうちひとつを選択

して表示し、QX;号を症状についての訴えで、②を訴

えのないものとして合計した後、これを指標として

使った。

醐民障害の訴えに関するものは、醐匡障害につい

ての4裏目が月何回あるかを基準に0から5までに分

けて、平均醐民時聞を聞き、 7-f!l尋問を0、6または

輔聞を1、5または lC 1時間を2にして、各項を合わせ

た値が多いほと官臨障害があることになった。

一分祈結果

ア 自覚症状の訴えに影響を及ぽす煩番に、その要

因を羅列すれば、業務上ストレス、業務の自由裁

量度、年齢、週当たりの労働時間である。睡眠障

害の訴えについても、同様に影響を大きく及ぼす

順番に羅列すれば、業務上ストレス、月間夜勤勤

務数、週当たりサービス残業時間、個L人生活のス

トレスの順であった。

このように自覚症状の訴えと睡眠障害の訴え

全てにおいて、最も大きな影響を及ぼしているの

は業務上ストレスに関するものである。また、業

務特徴で、業務¢要求度よりも業務の自由裁量度

が自覚症状の訴えに密接な関連があるという事

実は、大変意味のあるものと言える。

イ 分散分析の結果、勤続年数が自覚症状に影響を

及ぼすものであり依0.01) 、これは、 1ぽ手以上の

勤続者と同手、昨来満の勤続者の違いによるも

のであった。自覚症状で、相齢の影響は必代前後

にひとつの明らかな違いがあり、週当たり労働時

間の影響は任時間台と 4時間台、 l江精間以上と

40、 50、即時間台閣の差によるものとなった

(p心筋)。
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暖眠障害の訴えは、勤務形態。く0.。 1) 、地位

。?<O.I白)が影響を及ぼしており、勤務形態では昼

間勤務が中心の人とそうでない人との間の違い、

地位間では一般職と中間職聞の差によるもので

あった。また、臨臣障害の訴えで、年齢の影響は

ま昔話未満とお代、お代の違いによるもので大きな

意味はなかった。

ウ 自覚症状の具体的な内容に影響を及ぽす要因

例をみてみると、次のとおり。

② 全身疲労感に影曹を及Iます要屋

業務上ストレスが大きいほど全身疲労感は増

加する。

週当たりの労働時聞が長くなるほど全身疲労

感は増加する。

・週当たりのサービス残業時闘が増えれば増え

るほど全身疲労感は増加する。

分散分析による結果、全身疲労感は職種

(P<0.01)と勤務形態。2く0.0 5)の影響を受けてお

り、職種は全職種i I ' . l l全て違いがあり、勤務形態は 

昼間勤務と波替勤務の遣いが大きい。

② 焦蟻感に影響を及［ます要因

・業務上ストレスが大きくなるほど焦燥感は増

加する。

-年齢が若いほど焦燥感は増加する。

・業務の自由裁量度が大きいほど焦燥感は増加

する。

-業務の要求度が大きいほど焦燥感は増加する。

分散分析による結果、焦燥感への年齢による影

響は、紛代を前後にした世代聞の違いによるも

で、職種や地位、勤務形態等の影響はない。

③ 不安感に影響を及ぼす要菌

・業務上ストレスが大きくなるほど不安感は増

加する。

-年齢古宅苦いほど不安感は増加する。

・週当たりの労働時闘が多いほど不安感は増加

する。

分散分析による結果、年齢による影響は泊代と

その前後の世代間の違いによるもので、その他の

要因等は関連のないものであった。

④意欲値下感に影響を及iます要因:

-業務の自由裁量度が大きくなるほど意欲低下

惑は減少する。

自覚症状、睡眠障害の訴えに影響を及ぼす要因についての多盟国帰分析結果

業務上ストレス
年齢
週当たりの労働時間
月間夜間勤務回数
サービス残業時間
借入生活のストレス

自覚症状の訴え

********

睡眠障害の訴え

***

********
自覚症状の訴えの成分に影容を及!ます要因についての多重回帰分祈結果

ー業務上ストレスが大きいほど意欲低下感は増
加する。

分散分析の結果、年齢(P<O.l) 、職種伊く0.01) 、

職位。ミく0.。 5)による影響を受けており、職種は生

産職とその他の職種聞の違い、職位では一般職と

中間職の差によって影響を受けている。

⑤ 身体消耗惑に影響を及ぼす要因

-業務上ストレスが増加するほど身体消耗感は

増加する。

業務の自由裁量度が増加するほど身体消耗感

は減少する。

分散分析の結果、年齢伊< 0.0 5)、職種伊く0.1)

による身俗自耗感の程度が違ってくるし、年齢は

田代とお代、初代聞の遠いによるもの。

今回の調査で疲労度の指標とした自覚症状の訴

えと睡眠障害の訴えに影響を及ぼす最も重要な要

因は業務上ストレスであった。業務上ストレスが大

きいほど自覚症状の訴えと睡眠障害の訴えが増加

するだけでなく、自覚症状のそれぞれの構成成分等

でも、全て業務上ストレスが最も大きな影響を及ぼ

していた。年齢を除けば、個人的な特性の影響を受

けておらず、週当たりの労働時個、サービス残業時

関等、労働時間ともに

業務特徴の自由裁量度

と要求どの影響を大き

く受けていた。

そして、疲労度の最

も大きな要因である業

務上ストレスは、業務

特徴で要求度が大きく

なるほど増加し、支濃

度が小さくなるほどせ

かされープレッシャー

が大きくなり、業務の

自由裁量度が大きくな

るほど職場内トラブル

は少なくなる関係であ

った。

要約すれば、最初に、

労働条件中、週当たりの労働時間とサービス残業時

間は、疲労度に直接影響を及ぼしているが、業務上

ストレスの要因としては関連性が少ない。
Z番目に、業務性格は、疲労度と業務上ストレス

の要因が全て重要な作用をしていた。

3番目に、業務上ストレスは疲労度の最も重要な

要因である。

このような結論は、日本の「ストレスと健康」総

合調査の結果と一致する。

この設関紙でたいへん参考になった日本の「スト

レスと健康」総合調査が3万61暗に設関紙を配布

し、 2万3,9 4 0名を対象にした結果と多様な産業と職

種の労働者を包括しているのに比べ、今回の過労死

相談センターの謂査作業は、調査対象が55 6名と比

較的少ない数で、包括している産業、職種もさほど

多様でない。また内容においても、健康障害につい

て健康診断言鵡を添付する程度で、客観的な評f面が

できないた也、直接的な健康障害と業務上の過労に

ついての関連性がみられない。

このような問題点によって、今回の調査を全産

業、職種の労働者を代表して一般化するのに制限が

あるが、労働条件、業務性格と疲労度の関連性と業

務上ストレスの重要性を明らかにする端緒にしよ

う恥
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担;計

適用封曲者数
「一一一「
常眉

19701. 5,5881 779 ,0531 779 ,053

19711 7,7叩1 833 ,441 1 田3,441

19721 9,3 7 5 1 1 ,077 ,6321 987 ,856

19731 13 ,9241 1,319 ,5011 1,166 ,650

19741 17 ,5511 1,517 ,7871 1,353 ,167

1町51 21 ,3691 し田6,2091 1,603 ,354

19761 28 ,4451 2,269 ,7961 1,970 ,611

19771 38 ,8291 2,646 ,5421 2,183,76~

19781 49 ,9571 3,105 ,7571 2,465 ,542

19791 55 ,7631 3,607 ,5951 2,966 ,231
19801 63 ,1001 3,752 ,9751 3,110 ,548

19811 59,02913.456,74612,856,788

19821 ,5-4 1591 3,464 ,9771 2,953.778

1田31 60 ,2131 3,941 ,1521 3,166 ,873

1984 1 64,町 41 4,384 ,5891 3,379 ,647

19851 66 ,8031 4,495 ,1851 3,421 ,917

19861 70 ,8651 4,749 ,342 [ 3,525 ,798

19871 83 ,5361 5,356 ,5461 3,876 ,348

19881 101 ,4451 5,743 ,970

19891 118 ,8941 6,687 ,821

19901 129 ,6871 7,542 ,752

災害者数 民害
!!1害件数

尭室率
日雇 (件) 総計|死亡 負慣

計 1 1-3組 l'川紋

1 35.3891 37 ,7521 63911,198

1 43 ,0901 44 ,5451 9631 1,146

89 ,7761 45 ,6731 46 ,6031 6581 2,993

152 ,8511 58 ,4851 59 ,3671 8401 3,368

164 ,6201 68 ,8641 70 ,1421 8451 5,025

232 ,8551 79 ,8191 80 ,5701 1,0061 6,490

299 ,1851 91 ,8471 95 ,2891 8871 7,804

462 ,7791 117 ,0771 118 ,0111 1,174111,336

540 ,2151 138 ,1821 139 ,2421 1,397113,013

641 ,3641 128 ,4571 130 ,3071 1,537117.247

642 ,4271 112 ,1111 113 ,3751 1,273 114 ,873

5¥1 9,9581 116 ,6981 117 ,[1 38 I 1,295114,806

511 ,1991 136 ,952 I1 37 ,8161 1,230115,882

774 ,2791 156 ,1661 156 ,9721 1,452116,868

1,004 ,9421 157 ,9851 159 ,3061 1,667118,161

1,073 ,2681 140 ,2181 141,8叩11,718119,824

1,223 ,5531 140 ,4041 142 ,0881 1,660121,923

1,480 ,1981 141 ,4951 142 ,5961 1,761125,244

141 ,5171 142 ,329 I1 ,925 I26 ,239
128 ,1381 134 ,1271 1.724125,536
126 ,9661 132 ,8931 2,236127,813

901 1.108
83 1 1,063

2151 2,778

78 I3 ,290

1031 4,922

114 I 6,376

1041 7,700

136 I,11 200

155 I12 ,858

181117 ,066

245114 , 62~

281114,525

282115,600

360116,508

361117,800

496119,321

61312,1319

659 124 ,585

35 ,915

42 ,706

42 ,952

55 ,1591 4.5

64 ,2721 4.6

73 ,0741 4.4
86 ,5981 4.2

105 ,5011 4,5

124 ,832 1 4.5
111 ,5231 3.6

97.2291 3.0

10,1 8371 3.4

120 ,7041 4.0

138 ,6521 4.0

139 ,4781 3.6

120 ,2571 3.2

118 ,5051 2.99

115 ,5911 2.66

114.1651 2.48

106 ,8671 2,01

102 ,8441 1.76

本日雇は常置に換揮した日数(260目) *捉害尭生率=虫害件数/労働者数
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簡鞘:輯E富の開豊富築著書艶g :親調

労働災害に関する補償立法が成立する以前は、使

用者の補償責任は、英米においては自然法による法

理、大陸法系国家においては民法理論を根拠として

認定された。しかし、自然法の法理にしたがうと、

労災補償責任は不法行為の一種として、過失が問題

になり、使用者の注意義務違反の立証が必要とな

り、実際の訴訟においてこれを立証することは困難

で、また、危険の引き受け、共同作業、過失寄与等、

使用者側の抗弁によって、使用者責任は免除される

可能性が高かった。また、労災を大陸法系国家の民

法王盤面に照らしてみても、不法行為責任として把握

されるが、やはり過失責任主義という原則が適用さ

れ、使用者の過失がなければ資任もなくなり、仮に

使用者に過失があったとしても、その立証は困難

で、労働者の過失が競合する場合は過失相殺される

しかなかった。

一方、社会経済的な企業規模の拡大とともに、企

業危険すなわち労災が増大するにしたがって、使用

者の上記のような過失責任を原則とする不法行為

理論だけて労災を処理することは、不公平な結果を

もたらした。その結果、たとえ使用者の過失が立証

されなくても、使用者が利益を得る過程で、他人に

損害を与えたならば、その利益から他人の損害を賠

償させることは公平であるという補憤責任説、危険

な施設の管理者は、そこから生じた損害に対しても

責任を負うという危険責任説、物的施設等によって

損害羽原留を作り出したものはそこに生じた損害

を補償しなくてはならないという原因責任説、損害

を加害者と被害者に具体的事情によって公平に分

担させるべきだとする公平責任理論簿により、無過

失責任論が台顕し、 10世紀末がらは各国で無過失補

償制度を採用した特別立法が成立した。わが国傑

国)でも勤労基準法によって無過失責任による災害

補償がなしとげられているが、勤労基準法は直接補

償方式なので、被災者に所定の補償が行われない恐

れがあり、社会保障制度としては限界がある。そこ

で、被災者やその遺族に確実な災害補償をするため

に、産災保険制度が設けられた。産災保険制度の基

本理念は、社会保障制度の一環として、被災労働者

とその遺族の生存権を保障する点にあり、産災保険

制度古洋士会保障制度の一環であるなら、当然の結果

として、使用者による直接補償制を志向して、企業

の出損による補償保険制度が実現されなくてはな

らないし、また、補償の内容も損害の賠償という側

面よりも被災労働者の生活維持を目的とした保障

がなされなくてはならない。

及びその法理の生成と発展
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抑制縄線開!岡崎詳細惨事制三三

1 英国

(1 ) 沿革
英国の労災補償制度は、民事損害賠償と労災補償

を共存、調整している点で、フランス、ドイツ型と

異なり、むしろわが国侍国)と類似しているが、労

災補償制度が社会保障体系下に統合されていると

いう点で、わが国とも根本的に異なる。英国の労災

に対する法的救請の歴史を、その特色と独自性に沿

って概略的にみると、次の4つの時期に区分するこ

とができる。第1は、自然法に基づく民事損害賠償

による救済時代で、 1飼梓の労働者災害補償法が成

立するまでの時期、第2は、使用者の無過失責任制

度を導入して、使用者と被災者またはその遺族聞に

直接的な補償関係を成立させた労働者災害補償法

の時期であるが、その時期においては、被災者に労

災補償と損害賠償を選択することのできる権限が

付与されていた。第3は、労災補償在社会保障体系

に編入させ、国民保険制度下で必要な給付を行った
国民保険法(～但ぽ手向時代である。ただし、この時

期の労災保険は、一般国民線険制度とは異なる性格

をもち、独自性をもっていた。この時期の国民保険

法は、ビバレージ報告書に基づく社会保障計画の具

体化として実現した。また、労災保険給付と民事損

害賠償との関係に対しては調整方式がとられた。第

4立、現在の制度運用時期であるが、 197手同主会保

障法、 1鎚豆半花会保障害法、住宅給付法の立法が成立、

この時期において大きな特色は、労災補繍制度を社

会保障体系に完全に統合させ、次第に労災保検給付

の独自性が失われていったという点である。そし

て、労災保険給付と民事損害賠償の関係に対して

は、やはり調繋方式が維持されていたが、大幅な改

革案が検討されている。

( 2 )英国の労災補償制度の週嘗

の補償要件と種類

業務に起因して、業務遂行中に生じた事故による

身体障害、法定痴胃、そして雇用の性質による負傷

または疾病の場合、保険給付が行われる。雇用過程

に生じた災害状、反証がない限り、雇用により生じ

たものとみなされ、その立証責任は使用者が負担す

るよう立法されている。補償は、業務傷病給付、業

務障害給付、業務死亡給付に分類される。補償額は

労働者の賃金収入を基準にせず、災害の程度にした

がって定められる。また、扶養家族の構成と生活条

件により、補償内容に相対的変化が認定される。傷

病給付は、災害で働けない期間支給されるが、 156

日を限度として、 156日をこえると障害給付に移転

される。障割合付は、法定基準の労働能力喪失度に

より支給され、労醐E力喪失率が2 0 %をこえるとき

は、年金として支給される。障審年金には、恒久的

に就労が不可能になるときに支草玲古される離職補助

金、被災者古が宝正規の職業に従事することができなく

なつたときに支給される特別窮乏手当

続的に介護が必要になるときは恒久介護手当が付

加的に支給される。死亡給付は、被災者古'%亡した

場合に遺族に支給される。妻は離婚すると裁合され

ない。

②給付請求手続と不服手続

保険給付の申請は、保険審査宮がまず最初に行

い、不服時には 21日以内に国民保険地方審判所に上

訴しなくてはならず、それに対しても不服ならば国

民保険審査会に3か月以内に上訴しなくてはならな

い。上訴機関としては審査会が最終機関で、高等法

院への上訴は認められないが、例外的に、管轄権の

誤謬、自然の正義に反するときだけは州裁判所によ

る司法審査を受けることができる。さらに、障害給

付問題に対しては、議事委員会及び議事控訴裁判所

が設置されており、介護手当に対しては、介護手当

委員会が設置されており、これらの最終審は国民保

険審査会である。

③保険財政

保険財政は、労使が均等に負担する保険料と扮

の1に当たる国家負担によって準備される。

(3 )労災と民事損害賠償

①損害騎償の法的根拠

英国では、血鮮国民保険法以来、労災給付を受

けても民事損害賠償を請求できるようになってい

るが、民事損害賠償請求時の労災給付の控除に関し

て、完全控除説と非控除説の中間的立場をとって、

控除される給付は業務上j障害給付、業務障害給付、

期青給付に限定され、また、控除される額も訴権発

生時から昨以内に支給されうる保険給付額の扮

の1だけ控除されるものとして立法された。

労働災害に伴う損害賠償の法的根拠は、不法行為

としての過失に基づく損害賠償請求と、制定法上の

安全措置義務違反を根拠とする訴訟とに分けてみ

ることができる。特に、 1974年に塁走存の労働安全衛

生に関する法令を統合して、労働安全衛生法及び同

法に基づく規則を制定した。四B年に使用者責任法

の制定において、英国で事業を運営するものは、原

則的に民事損害賠償責任のための保険に強制加入

するよう規定した。

②使用者の安全議務

使用者は、労働安全衛生関係法令に基づく業務以

外にも、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟過程

で、判例によって認定された安全義務を負う。それ

は、適当な資格をもっ担当者の提供、適切な百リ|練の

実施、また、可能な危険性の警告など、適切な労働

体系を備えること、安全な職場、安全な設備の提供、

適切な保護装備を支給しなくてはならないことで

ある。

③民事損害犠償と使用者の抗弁

第 11: 、使用者ま自身の過失がないという点在立

証するなら免責されるが、事実上事制対日によって

使用者の過失カヰ量定される。第2に、使用者は労働

者が危険を引き受けたと証明するなら免責される

が、その危j険が通常の契約上の義務履行に過ぎなけ

れば、大部分の危険を引き受けたこととして認定さ

れない。第3に、災害に対する被用者の過失寄与が

認定されれば、使用者の責任は軽減される。

也土竺
(1 ) 沿革
米国の判伊ifJ二、はじめは労働者が同僚の過失によ

り災害を被った場合、使用者に掴D w a r官主

司εの抗弁を認定し、危険引き受けの抗弁も認定

された。また、使用者に安全義務違反の過失があっ

ても、労働者がその危険を知っていれば、労働者は

自然法上の損害賠償を請求できなかった錨失寄与

の抗弁)。このように、使用者に認められるまつの抗

弁のために、労働者がこのような抗弁を克服して訴

訟で勝つケ｝スは全体の桜子の1に過ぎなかった。そ

の後、 1 8 5拝ジョージア州の使用者責任法をはじめ

として、各州で使用者責任法が制定され、このよう

なまつの抗弁を制限したりなくしたりしはじめた。

そうして使用者責任法が普及しはじめた四鮮か

らは、使用者責任倒険が保険会社によって販売され

はじめ、保険会社は隠れた当事者として、損害賠償

誇指曜に対応し、被災者は治療費、生活費等を自

らで負担して訴訟を遂行した。

一方、 1E妓洋頃からは、被災者の過失を関わず、

業務上災害を受けた場合、被災者に一定額の保険金

を支給する労働者集団保険が販売されはじめた。し

かし、労働者集団側険の保険料は、だいたい労働者

カ帯内めて、使用者がその一部を負担するケースは多

くなかった。その後、労災補償法が各州で制定され

はじめた19:昨以降は、労働者集団保険は事実上消

滅した。

死亡事故の場合、州の橋横委員会が使用者の無過

失責任による補償を行い、また、使用者は一切の責

任を免れるよう規定した1田Z年のメリーランド州

法は、市民の訴権を剥奪するという理由で違憲判決

を受け、市民の訴権を認め、また、使用者への基金

納入を義務化したモンタナ州の補償法は、使用者に

強制的に基金の納入をするよう求め、 Z重支給の危

険があるとして違憲申肢を受けた。結局、各州は、

憲法問題を避けるために、労災補償法の適用を受け

るか否かを使用者と労働者に選択させ、州憲法を改

正した。そうして、ニューヨーク州は、使用者の無

過失責任、定率補償の原則を定め、新しく創設され

た州基金、民営基金、支払続力の証明による自己保

険等、どれにでも加入できるようにして、労災補憤

¢適用を受けるべき古窃かに関しては、使用者及び

労働者に選択できるようにした。結局、ニューヨー

ク州の 191算法は合憲判決を受け、その後、多くの

州が労災補償法を制定するに至った。

1田拝には社会保障法が制定され、連邦政府の管

轄下で社会保障法が運営され、社会保障法による労
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働不能給付と州の労災補償法による労働不能給付

は、原則的に一緒に給付されているが、社会保障給

付が労働者の最新の平均所得の 0 0 %まで減額され

る。このように減額される点在め寸って、憲法問題

が生じたが、合憲判決古宮下りた。

(2 )労災補償制度の運営

大部分の州では、補償関係の運営に関する行政的

な佐督カ宮実現しており、補償金の支給は、大部分直

接支払方式をとっているが、災害発生時、保険機関

を含む当事者間の合意をまず経た後、補償金力安払

われる協定方式による場合もある。このとき、合意

がなされなければ、行政機関が関与して紛争を解決

する。補償内容としては、大きく金銭給付と医療給

付に分類されるが、扶養家族の数によって加算され

るケースが紛の1程度(])川で認められている。多く

の州では、社会復帰のための職業訓練等の費用も支

手ムうようにしている。

(3 )特徴
米国の各州に共通の労災補償法の特徴を一括し

て言及することはできないが、被災労働者に自然法

上の賠償を請求することを認める選択請求方式を

とっている州では、労働者が損害賠償を受けたとき

被災労働者の労災補償請求権は否定される。そし

て、多くの州が、全ての労災保険金を政府が一括し

て管掌して支給せず、民営側倹及び自己保険が明日%

程度、州及ぴ連邦政府の保険金¢支給は釦%程度に

過ぎないという点である。

ヒ竺
(1 ) 労災補償制度の沿革

ドイツにおいては、 1宮司年のライヒ使用者責任法

力支制定され、鉄道、鉱山、工場等の経営において発

生する災害に対し、被災者に補償をはじめ、 1留年

労災保検法によって、被災者は業務上発生した全て

の災害に対し補摘を受けることができるようにな

り、その対価として、自己の使用者に対する民事上

の損害賠償請求権を失うことになった。 19吐1年に

は、労災保険、疾病保険等が含まれたライヒ保険法

が成立、その中で、労災保険は工業労災法、農業労

災法、海上労災法に分かれて編成されていた。 1911

年のライヒ保険法帯施以降、 ド阿イ tヅノ庁では、単純に金

銭給付だけを目的とせず

の職業教育、職場紹介等が重視されている。1包昨

の法改正による介護扶助、職業扶助等の現物給付が

導入され、 1942年の法改正によって全ての雇用者が

労災保険の恩恵を受けるに至った。 1鎚託手には、変

化した経済、社会構造に合わせて労災保険法が制定

され、今日に至っている。

( 2 )労災保険の遁営

ドイツの労災保険の適用を受ける被保険者は、全

ての労働者、見習生だけでなく、家内労働者、幼稚

園生及び学生も包括している。公務員は公務員法上

の災害扶助規定が適用される。広範囲に労災保険の

適用を受けられる事故を認めていて、通勤中の事故

も労災事故として認定される。また、連邦政府は、

一定の職菊甫を指定して、新たな職業病に対しても

業務との関連性が認定されれば災害補償をする。

労災保険の給付の種類は、医療、街晶手当、特別

手当、装具支給、障害者年金、埋葬料、遺族年金等

があるが、医療と装呉については現物刃古で

者の識業復帰を促進するために職業古郡訓11糠練等各謹措

置がとられている。経過手当はl立勤労不能に対するも

ので、障客者年金の支給が関始されるとき中断され

るが、わが国侍国｝の休業補償給付に該当し、社会

復帰のための職業訓練の期間も経過手当は支給さ

れる。特別手当は治療期間中に支給されるが、各ケ

ース別に生じる不公平を解消するために支給され

る。さらに、2IJ%以上の労醐訪を喪失した場合、

障害者年金が支給され、被災者カ亨E亡したときは、

その遺族に年金が支給される。年金支給を受けるこ

とができる遺族のうち、妻の場合、その妻古布E亡も

し<は暢置するまで平均賃金の3:>%を年金支給さ

れ、労災により死亡した者と紛号した妻も、その被

災者に扶養されていた場合は、やはり年金の刃持

受けることができる。被災者¢子女は、満1識まで

平均賃金のお%a遺児年金を支給される。以上のさ

まざまな遺族年金は、全部合わせて死亡労働者の年

間収入の8 0 %を超過することはできない。

(3 )労災保険と損害踏償

ドイツにおいては、被災者や遺族の、使用者に対

する民事上の損害賠償請求は排除されており、ただ

使用者でない第三者によって損害が発生した場合

においてのみ労災補償請求権とともに、第三者に対

する損害賠償請求権をもっ。このとき、第三者がと

もに勤務する同僚であるなら、その第三者は免責さ

れる。

巨竺三
(1 ) 沿革

フランスでは、最初、判例と学説俣約責任論、

危険責任論)により、被災労働者の民事上の損害賠

償請求においての故意と過失の立証を容易にした。

そして、 1鎚鮮の法により無過失責任、定率補償、

伍害保険を規定し、 l但昨の法で労災補償を社会保

障制度に編入した。 19必年の法により通勤災害が労

災になり、給付水準が改正され、労災予防政策が重

視された。その後、通勤災害を二次的住居に鉱大し

た195'官民主、農業経営における全ての事故を強制保

険に加入させたl窃俳誌、農業労働者の災害補償を

商工業労働者の災害補償と合わせた 197辞法、被災

労働者の農業を保護した1 a t年法等に発展した。

(2)補償制度の運営

労災保険は、社会補償法典の総則規定により、社

会補償の一般組織によって運営されているが、労働

社会保障長官及び社会保障局長が監督行政機関で

あり、金庫は使用者が予防措置をとらなかったと

き、追加保険料を徴収する。保険給付は現物給付と

錨耕付に大別されるが、現物給付には療養給付、

装具支給、機能再置訓: 1 [練練、職業教育及ぴ再配置古がf規定

されてお制り、金銭絵付に誌葬祭費と労働不荷官醐筒の

補償針跡玄ある

り弘、死亡時には年金が支給される。被災者の民事上

の損害賠償請求権は、原則的に認定されず、使用者

やその利益代表者の許容不能な過失による場合に

は、補償金が増額される。その費用は使用者から追

加的に徴収される。労災補償の保険料は、全額使用

者が負担している。

己1土
日本は、第放世界大戦以前は、使用者の恩恵的

温情及びを業内福利厚生制度によって労災が処理

され、工場法の制定によりやっと労災扶助制度がで

きた。戦後、労働基準法と労働者災害補償保険法を

制定して、わが国侍国)のように二元的に労災補償

制度を運営している。その後、労働基準法上の災害

補償の規定はほとんど変更がないが、数度の労働者

災害補償保険法の改訂により、障害補償の一部年金

化、国庫補助制度の導入、通勤災害に対する保闘古

付の導入、適用範囲を労働者を使用する全てに拡大

等の制度を導入した。

16 酷労働機関(IL O)酎甜

(l)ILOの立法活動

1IDは、その憲章前文で、“雇用によって生じる

潟育、負傷に関する労働者の保護"を規定しており、

第2間界大戦以前は労働者災害補償に関する制甘

傑U号、 192咋協R)、労働者職業病補償に関する

剥甘傍18号、 1句碑採択)、労働者災害補慣に関す

る外国人労働者¢均等待渇に関する制ワ傍19号、

19お年採択L労働者補償の最小限度の規模に関す

る勧告傑2号、 1句碑採判、労働者補償に関する

争議の裁判に関する勧告傍お号、即時採択)等を

採択した。その後も、 19 4 4 i f :には所得保障勧告及び

医療保障勧告が、 1952年には社会保障の最低基準に

関する剰怖、 1蝉手には農業災害の場合の給付に

関する条約が各採択された。

(2 )労災と関連した ILOの基準

上記の採択されたさまざまな条約及び勧告内に

あらわれたEβの労災関連基準をみると、まず、人

的範囲に関しては業務上災害を労働者はもちろん

のこと、自営業者にまで拡大することを勧告してお

り、給付内容に関しては一部労働不能または完全労

働不能時の廃疾年金、死亡時の死亡年金を、看護等

を必要とする労働不能時には補助員に対する給付

をするよう規定しており、また、給付の最低基準を

定めている。暗闘青に関しては、リストを作成して、
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労災と同額の給付がなされるよう規定しており、被

用者が少なくても、一定期間危険な環境にあって、

そのような危険環境において雇用終了後の一定期

間内に当該疾病の徴候カ靖且らかな場合は、職業主の

原因による痴青と推認され、その推定は反証がない

限りこれを争うことがで'きないとして、広範囲にわ

たる職鶏青の概念在確立している。また、職鶏青リ

スト制を採用している園は、新たな職業病に対し、

弾力的な態度をとるよう要請している。社会復帰措

置を基準として定めており、業務上災害の範囲に関

しては定期通勤災害も業務上災害に含んでおり、原

因は不聞にして、作業場もしくはその付近または当

該労働者がその業務に従事していなくても、いなか

ったであろう場所にいて労働時間中に負った災害、

労働時間前後に合理的な時間内に作業器具または

作類Eの運搬、清掃、準備、保孝、指慢、もしくは

包装によって負った災害、作業場所と被用者の主た

るまたは二次的な場所や、常時食事をするところ、

常時所得を得る場所等に行く途中に発生した災害

も含んでいる。その他I L Oは、労災補償が行政機関

によって実現される場合、被災者の代表の動曜を

規定している。

(1 ) 民事損茜賠償と労災補償の荷立に閉じて

歴史的には無過失に起因する労災補償をする対

価として、被災者は民事損害賠償請求権を失うが、

わが国緯国)と似た制度をもっ日本を除いては、英

国が民事損害賠償請求と労災補償制度を並行させ

ている。しかし、英国では自然法による損害賠償請

求時、損害額算定で控除される給付は先にみたとお

り、一定制限がある。侠国で控除される労災給付

が制限される理由は、労働者も一定程度保険料を負

担するため。漢固と法制の似ている米国でも、大部

分の川で労災給付を受ける場合、損害賠償請求をで

きないよう規定する理由は、民事訴訟の遂行に弁護

士受任料等、多くの費用がかかり、また附間がかか

るためであるという。このような事情はわが国でも

同様であり、労災補償は損害の檎填であるという側

面から社会保障の側面へと発展してきたという側

面からみても、長期的に、被災者やその遺族に生活

保障ができるように十分な給付が実現することを

前提として、民事損害賠償請求権が排除されても心

配ないものと考えられる。

(2 )労働災害補償給付の内容

永久障害時に支給される障害給付や死亡時に給

付される遺族給付に関して、わが国侍国)が扶養家

族に関係なく、一定の一時金もしくは年金を刃合し

ているが、被災者の遺族のその後の生容権が保障さ

れなくてはならないという社会保障的側面から、被

災者の家族生活に対する寄与と、扶養家族の構成や

生活条件等を考慮して支給額を決める法案古f研究

されなくてはならない。さらには、労働者の賃金収

入倖均賃金)を基準にするのではなく、最小限の生

活が保障されるよう定額基準の支給を考慮できる

し、また、同じ労働能力喪失した被災者でも介護が

必要な場合は、樟割合付に伽目して介護費用も支給

されなくてはならないであろう。

(3) 被災者の社会復帰のための制度

わが国侍窟)では、労災事故に遭った被災者の社

会復帰のための措置が何ら設けられていないが、障

害者に必要な職業教育、職業の紹介、再就労までの

休業手当支給等が労災保険制度内で解決する方向

で、労災補償法が改正されなくてはならない。

(4 )労働災害保険機関への参与

フランスの例からも、労災保険機関に労働者の代

表と使用者の代表が参与して、労災補慌の運営に関

与する法案が設けられなくてはならない。

(5 )労働災害予防措置
わが国侍園)でも、過去3年間の労災率を基準に

して、保険料率に差をつけているが、労災事故が発

生しなかったとしても、使用者が産業安全保健法等

に規定された労災予防措置をとらなかったときは、

労災保険料をi勘鴎内入するようにしたり、もしくは

使用者の重過失によって発生した場合は、使用者に

一定の保険料納入上の措置が必要と考える。

田

軍軍鞘:車霊童量的霊童. . 'O輔罪悪韓関饗古車ま霊童基準
1993年5月朝定ーその後2自の噴訂

韓国では、日本の労働基準法に当たる勤労基

準法、労働者災害補償保険法に当たる産業災害

補償保険法等があり、基本的に日本のものと似

た内容である。韓国の勤労基準法第充療第頒は

「業務上疾病は大統領令で定める」と規定し、勤

労基準法施行令第5 4条で、第1号の「業務上の負

傷に起因するぬ育」から第筆頭長「その他業務に

起因することの明らかな疾病」まで沼項目由明j
挙されている。これは、 1978f手に改正される以

前の日本の労基法施行規則のリストと形式も内

容も全く同じである。現行の日本のリストでは、

第1号から第9号に大分類した上、で各号をさら

に細かく区分して規定するようになっている。

ただし、日本のように掬繭リに何本もの行政

通達で認定基準を示すのではなく、 1本にまとめ

られた「業務上災害認定基準」が労働部例規と

して告示されている。これは、大きく第 1章「総

則」と第2章「業務上の事故及び死傷」、第3章「業

務上の痴青及び業務上の疾病に起因する死亡」

に区分され、個々の痴青ごとの認定基準は、伊j
えば、第笈条「二硫化炭素による中毒及びその

続発症」というように各条文で示される。

いわゆる過労死=i脳血管民警及び心臓疾患」

については第五議で規定されているが、これは

1田 3年5月6日付けの改訂で新たに設定されたも

の。その後、 19:誕年7月2 1日付け及び1包括年4月
2 9日付けと、控室にわたり改訂が行われている。

なお、いずれの場合も改訂の理由についての公

式な説明はなされていないようである。

第1輩総則
第1条【目的】

この基準は、産業災害補償保険法似下「法」

という。沸捺第1項の規定による業務上災害及

び法第諜第瀕の規定による保闘合付支給事由

を明確にして、産業災害補償保険業務を迅速か

っ公Eに処理することを呂的とする。

第2条【用語の定纏】

この基準で使用する用語の定義は次のとおり

である。

第1号「災害」とは、事故または有害要因に

よる労働者の負傷、死亡、身体障害または疾

病をいう。

第2号「死傷」とは、労働者の負傷、身体障

害、死亡をいう。

第3号「有害要因」とは、物理的因子、化学

物質、紛じん、病原体、身体に過度の負担を

与える作業方法等め、労働者の健康障害を生

じさせ得る要因をいう。

第3条【適用範囲］

この基準は、法第燥の規定による保険加入者

古慣用している労働者の業務上災害の可非を決

定するときに適用する。

第4条［担当因果関係の要件］

第1項労働者古書事故にあって死傷したとき次

の各号の要件を充たし、業務と災害との聞に因

果関係があり、かっ事故と労働者の死傷との聞

に因果J関係があると認められる場合は、業務と

災害との聞に相当因果関係があったとみなす。

第1号労働者が、労働契約による業務を遊子

するために事業主の支配管理下にある状児時で

事故が発生して死傷し、または、事業主が管

理している施設物の欠陥または管理上の殺疲

によって事故が発生して死濁した場合である
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こと。
第2号事故と労働者の死傷の聞に障害部位、

時間的、場所的に相当因果関係があること。

翻号労働者の故意自者子為、犯罪行為ま

たはそれが原因となって生じた災害でないこ

と。

第2項労働者古鴨青に擢患し、次の各号の要件

を充たした場合は、業務と疾病との聞に相当因

果関係があるものとみなす。

第1号労働者が、業務遂桁躍で有害要因を

取り扱ったり暴露された経歴があること。

第2号有害要因を取り扱ったり、暴露のおそ

れがある業務において、作業時間、勤務期間、

暴露量、作業環境等を総合的に考慮したとき、

有害因子の暴露程度が労働者の疾病または健

康障害を誘発し得ること。

第3号有害要因の暴露または取扱方法によ

って影響を及ぽす身体上の部位に、その有害

因子による特異的な臨床的症状が生じたと医

学的に認められること。

第 4号 当該疾病が、明白に業務以外の原因に

よって発病したとは認められないこと。

第 3章 業務上疾病及び諜務上署長病によ畠死亡

第 10姦【一般原則］

労働者が、本基準で規定されていない疾病に

抱患した場合であっても、次の各号の要件に該

当すれば業務上期青とみなす。

第1号第壷条第調による業務と疾病との聞

に相当因果関係があること。

第2号疾病に寵悪し、医学的に、療養の必要

性があるか、保険給付の支給の必要性がある

と診断されること。

第3号勤労基準法施行令第5繰による業務

上疾病の範囲に属すること。ただし、同条第

お号による疾病の場合は、業務によって当該

痴盲に寵号草することが医学的に明確に証明さ

れること。

第 12条［脳血管混哩及び心、鵬寵噂］

① 1993年5月6日制定当時

第1項労働者が業務上の負傷によって、脳出

血、くも膜下出血、脳榎塞、心踏の二次性循環

不全に極愚したり、そのために死亡した場合は

第日条撲務上の負傷による痴育)を準用する。

第2項労働者古昔、脳出血、くも膜下出血、脳梗

察、高血圧性脳症、一次性心停止、狭心症、心

筋梗塞症に宿患したり死亡した場合で、次の各

号の要件に該当するときは、業務上疾病として

認定できない明確な事由がない限り、勤労基準

溺桁令第5議第お号による疾病とみなす。

第1号次の各項目の1つのように、労働者の

心崎氏畷を急滋に悪化させる業務に従事し、

その業務によって発病すること。

第1自 作業環境が急激に著しく変化して、

労働者が、突発的または予測困難な程度の

極度の緊張、奥奮、恐怖、驚博等の心身状

態を引き起こすような程度の、日常業務と

は特に異なる業務に従事したとき。

第2目 通常の所定の業務に比較して、労働

者の心安抗替を急激に悪化させる程度の、

特に異常な精神的、身体的負荷を生じさせ

る業務に、相当期間継続して従事したとき。

第3自作業環境又は通常業務の性質を考

慮したとき、労働者の心身状態を急激に増

悪させ得る業務に、相当期間従事したとき。

第2号出現した症状が、医学経験則上労働者

の素因または既存疾患働脈硬化、高血圧等)、

年齢、。書好僻習及び喫煙量)、既往症、発病

前の身体状況、日常生活による症状の経過程

度を考慮したとき、自然発生的に悪化し得る

範囲を超えて発病したことが医学的に認めら

れること。

第3号業務遂行中に発病していない場合に

は、痴青を誘発または悪化させた業務と疾病

の間に時間的に関連があると医学的に認めら

れること。

② 1994年7月21日改訂(第2項以下の改釘)

第2項労働者古毛義務と関連して脳内出血、くも

膜下出血、 E陣要事、高血圧性脳症、狭心嘘、心

筋梗劃同発病したり、医師の診断、開E、解剖

等の方法で、同疾病により死亡したと死亡した

ことが確認されたときには、次の各号の 1つに該

当する場合、勤労基準法施行令第挺条第お号に

よる疾病僕務上痴育)とみなす。

第1号業務遂行中の労働者が次の各自の1つ

に該当する原因によって脳血管及び心臓疾患

を鶏青したり、同疾病によって死亡した場合

は業務上痴青とみなす。

第 1目 突発的または予宅街函難な程度の極

度の緊張、興奮、恐怖、驚樗等の急激な作

業環境の変化で、労働者に顕著な生理的変

化をもたらした場合。

第2自 ふだんより業務量、業務時間、業務

土責任、作業環境等、業務上負担が増加し、

慢性的に肉体的、精神的な過労を誘発した

場合。

第 3目 業務遂行中に脳実質内出血、くも膜

下出血が発病したり、悶疾病によって死亡

した場合は 同劇青が精神的及び肉体的過

労に敏感な疾病であることを勘案し、労働

者の索因または基礎疾警が自然発生的に悪

化したことが医学的に明白に認められない

限り、業務:.1:疾病とみなす。

第2号業務遂行中に発病していない場合に

は、業務が疾病を誘溌または惑化させたこと

が、業務と疾病問に因果関係が時潤的、医学

的に明白に認められること。

第3項第Z項第 1号の過労による業務上疾病の

可否を判断するにおいては、次の各号の要件を

考慮すること。ただし、業主主童、時間、強度、

責任及び作業環境の変化等は当該労働者の年

齢、性別、身体健康度等により影響が巽なる場

合があることを医学的に考慮すること。

第1号第Z購 1一号第1目の急激な作業環境の

変化とは、脳及び心臓血管の正常的な機能に

著しい影響を与える程度の過重負荷を意味

し、このときの発病は時間的に過重負荷後3日

以内には相当な影響を受けることを参考とす
ること。

第2号第現第1号第2自の慢性的過労とは、

労働者の業務童と業務時聞が発病前に3日以

上連続して日常業務より 3 0 %程度以上持続し

たり、知育前五昼間以内に業務童、時間、強度、

責任及び作業環境等が一般の人がそれに適応

することが困難な程度に変わったときをい

う。

③ 1995年4月29日改訂(第2項以下の再改訂)

第2項労働者カ喋務遂行中に次の1つに該当す

る原因により、脳実質内出血、くも膜下出血、

勝梗喜善、高血圧性脳症、狭心症、心筋梗塞が発

病したり、同喋病により死亡したことカ鴇認さ

れる場合には、これを業務上痴宵とみなす。業

務遂行中に鶏青していない場合で、その疾病の

誘発または悪化カ宝業務と相当因果関係があるこ

とが時間的、医学的に明白な場合も同様である。

第1号突難守または予測困難な程度の緊張、

興奮、恐怖、驚樗等の急激な作業環境の変化

で、労働者に顕著な生理的変化をもたらした

場合。

第2号業務量、時間、強度、資任及び作業環

境の変化等、業務上負担が増加し、慢性的に

肉体的、精神的な過労を誘発した場合。

第3号業務遂行中に脳実質内出血、くも膜下

出血が鶏青したり、周期育によって死亡した

原因が、自然発生的に悪化したのではないこ

とが医学的に証明される場合。

第3項第調第1号の急激な作業環境の変化と

は、脳血管または心臓血管の正常的な機能に著

しい影響を与える程度の過重負荷をいう。

第お軍第Z購 2号の慢性的過労とは、労働者の

業務量と業務時間が発病前に3日以上連続して

日常業務より3)%以上持続したり、発病前五割問

以内に業務量、時間、強度、責任及び作業環境

等が一般の人がそれに適応することが困難な程

度巳変わった場合をいう。
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全自安全センターの翻案内

全国労働安全衛生センター連絡会議僻称:全国

安全センタ )は、各地の地域安全傍災職菊青>セ

ンターを母体とした、働く者の労災職業病、安全衛

生活動の唯一の全国ネットワークとして、 H獄坪5
月12日に設立されました。

全国安全センターは、地域センター会員と賛助会

員によって構成されます締読会費制度もありま

す)。地域センター会員は、設立時17団体(13都道府

県1分野(自治体))でスタートしましたが、その後、

新たに設立または参加されたところを加えて 1995

年7月の第晒総会持点で22団体ι郁道府県1分野

(自治体>一次頁参照)に発展しています。各地域セ

ンターは、地域め労働組合、被災者団体、医療機関

・医療関係者、弁護士、研究者、市民団体等によっ

て支えられています。各々の成り立ちゃ規模、体制

などは千差万別ですが、いずれも財政基盤の確立に

苦労しており、全国安全センターとしては、地域セ

ンター会員とともに、活動の推ヨ量を援助していただ

く賛助会員及び機関誌「安全センター情 nr団
報」の購読会員を募っています。 民J.IOiII

賛助金量、定期購読のお願い

賛助会員は、個人団体を関わず、毎月「安

全センター情報」をお届けするほか、各種出版

物・資料等の無料また』措日!提供や労働安全衛

生学校などの謡音動に参加できます。全国安全

センターの活動の趣旨に御賛問いただき、ぜひ

賛助会員として入会してください。賛助会費は

年度会費で、 l口1万円で1口以上です。

「安全センター情報」の購読のみしたいという

方々には、購読会費制度を用意しました。こち

らも年度会費で、年額は部数により別表のとお

りとなっていますぐ含送料) 。

お申し込みは、葉書・ファックス等でもけっ

こうです仮名・団体名、郵送先住所)。会費の

納入等は、下記の口座をご利用下さい。名義は

いずれも「全国安全センター」です。

@東京労働金庫田町支庖 i(普)7535803J

@郵便蚕替口座 i00150-9-545940J

。1部輔10α胴 1 6部輔仰羽

2部年額19,酬1 1 7部輔捌洞

3部年額m 刊 8部輔制約
4部輔時酬1 9部年額54,聞

5部年額40似門川郷郵当明朗

目安全センター情報部年81 l憎刊号

108東京都港区三回3-1-3 M'Kピル3階

TEL (03) 5232-0182/FAX (03) 5232-0183

北海道@社団法人北海道労働災害職業病研究対策センター
004札幌市豊平区北野1条1丁目6 - 3 0 医療生協内 TEL (011) 883-0330/FAX (011)883-7261 

東京畿東京東部労災職業病センター

136江東区亀戸1 - 3 3ー7 TEL (03) 3683-9765/FAX (03) 3683-9766
東京命三多摩労災職業病センター

185国分寺市南町2-6-7 丸山会館2- 5
東京。三多摩労災職業病研究会

185国分寺市本町3-13-15 三多摩医療生協会館内
神奈川母社団法人神奈川労災職業病センター

230横浜市鶴見区豊岡町2 0 - 9 サンコーポ豊岡 505
新潟@財団法人新潟県安全衛生センター

951新潟県新潟市東堀通2-481
静岡@清水地区労センター

424清水市小芝町2 - 8
京都$労災福祉センター

601京都市南区西九条島町3
京都@京都労働安全衛生連絡会議

601京都市南区西九条東島町5 0 - 9 山本ピル3階

大阪⑩関西労働者安全センター
540大阪市中央区森ノ宮中央1 - 1 0 - 1 6 ,601

兵庫@尼崎労働者安全衛生センター
660尼崎市長洲本通1-16-7 阪神医療生協気付

兵庫@関西労災職業病研究会
660尼崎市長洲本通1ー1 6 - 7 医療生協長洲支部

TEL (0423) 24-1024/FAX (0423) 24-1024

TEL (0423) 24-1922/FAX (0423) 25-2663

TEL(045)573-4289/FAX(045)575-1948

TEL (025) 228-21271FAX (025) 222-0914

TEL (0543) 66-6888/FAX (0543) 66-688S

TEL(075) 691-9981/FAX (075) 672-6467

TEL (075) 691-6191/FAX (075) 691-6145

TEL (06) 943-1527/FAX (06) 943-1528

TEL (06)488-9952/FAX (06)488-2762

TEL (06) 488-9952/FAX (06) 488-2762

広島@広島県労働安全衛生センター
732広島市南区稲荷町5 - 4 前田ピル冗L(082) 264-4110/FAX (082) 264-4110

鳥取轡鳥取県労働安全衛生センター
680鳥取市南町 505 自治労会館内

愛媛@愛媛労働災害職業病対策会議
792新居浜市新田町1-9-9

高知@財団法人高知県労働安全衛生センター
780高知市荊野イワ井田 1275-1

熊本@熊本県労働安全衛生センター
86 l-Z1熊本市秋津町秋田3441-20 t,章 v-クタウンクリニック内

大分@社団法人大分県勤労者安全衛生センター
870大分市寿町1 - 3 労働福祉会館内

宮崎創日松尾鉱山被害者の会
883 日向市財光寺283-211長江団地1- 1 4

自治体@自治体労働安全衛生研究会
102 .1代田区六番町l自治労会館3階

(オブザーバー)
福島@福島県労働安全衛生センター

960福島市船場町) - 5

TEL(ω57) 22-6110/FAX (0857) 37-0090

TEL (0897) 34-0209/FAX (0897) 37-1467

TEL (0888) 45-3日53/FAX (0888) 45-3928

TEL(096) 360-1991/FAX(096) 368-6177

TEL (0975) 37-799 1! FAX (0 975) 34-8671

TEL (0982) 53-9400/FAX (0982) 53-3404

TEL (03) 3239-9470/FAX (03) 3264-1432

TEL (0245) 23-3586/FAX (0245) 23-3587

山口@山口県安全センター
753山口中央郵便局私書箱 18号

~


